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※このスライドは、第１９９回介護給付費分科会（１月１８日開催）で出された資料を基に老健関連サービス等について

全老健で編集したもので、令和３年２月２２日現在のものです。

今後出される解釈通知・Ｑ＆Ａ等により、スライドの内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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改定時期 改定にあたっての主な視点 改定率

平成１５年度改定
○ 自立支援の観点に立った居宅介護支援（ケアマネジメント）の確立
○ 自立支援を指向する在宅サービスの評価 ○ 施設サービスの質の向上と適正化

▲２．３％

平成１７年１０月改定
○ 居住費（滞在費）に関連する介護報酬の見直し ○ 食費に関連する介護報酬の見直し
○ 居住費（滞在費）及び食費に関連する運営基準等の見直し

平成１８年度改定
○ 中重度者への支援強化 ○ 介護予防、リハビリテーションの推進
○ 地域包括ケア、認知症ケアの確立 ○ サービスの質の向上
○ 医療と介護の機能分担・連携の明確化

▲０．５％［▲２．４％］
※［ ］は平成１７年１０月改定分を含む。

平成２１年度改定
○ 介護従事者の人材確保・処遇改善 ○ 医療との連携や認知症ケアの充実
○ 効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証

３．０％

平成２４年度改定
○ 在宅サービスの充実と施設の重点化 ○ 自立支援型サービスの強化と重点化
○ 医療と介護の連携・機能分担
○ 介護人材の確保とサービスの質の評価(交付金を報酬に組み込む）

１．２％

平成２６年度改定
○ 消費税の引き上げ（８％）への対応
・ 基本単位数等の引上げ ・ 区分支給限度基準額の引上げ

０．６３％

平成２７年度改定
○ 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
○ 介護人材確保対策の推進（1.2万円相当）
○ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

▲２．２７％

平成２９年度改定 ○ 介護人材の処遇改善（１万円相当） １．１４％

平成３０年度改定

○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
○ 多様な人材の確保と生産性の向上
○ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

０．５４％

令和元年10月改定
○ 介護人材の処遇改善
○ 消費税の引上げ（10％）への対応
・基本単位数等の引上げ・区分支給限度基準額や補足給付に係る基準費用額の引上げ

２．１３％
処遇改善 1.67％ 消費税対応 0.39％
補足給付 0.06％

令和３年度改定
○ 感染症や災害への対応力強化 ○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止の取組の推進 ○ 介護人材の確保・介護現場の革新
○ 制度の安定性・持続可能性の確保

介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮し
つつ、物価動向による物件費への影響など
介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、

０．７０％

※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための
特例的な評価 ０．０５％（令和３年９月末まで）

介護報酬改定の改定率について

1



2

はじめに

平成３０年度の

介護報酬改定からの流れ



【主な事項】

○ 生活援助の担い手の拡大

○ 介護ロボットの活用の促進

○ 定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件の緩和

○ ＩＣＴを活用したリハビリテーション会議への参加

○ 地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法・開催頻度の
見直し

【主な事項】

○ 福祉用具貸与の価格の上限設定等

○ 集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給限度
基準額の計算方法の見直し等

○ サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の見直し

○ 通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等

○ 長時間の通所リハビリの基本報酬の見直し

【主な事項】

○ リハビリテーションに関する医師の関与の強化

○ リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充

○ 外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等の自
立支援・重度化防止の推進

○ 通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入

○ 褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者への
支援に対する評価の新設

○ 身体的拘束等の適正化の推進

【主な事項】

○ 中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養護老
人ホーム入所者の医療ニーズへの対応

○ 医療・介護の役割分担と連携の一層の推進

○ 医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設

○ ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保

○ 認知症の人への対応の強化

○ 口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進

○ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進

Ⅱ 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現

Ⅲ 多様な人材の確保と生産性の向上

■ 中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護
サービスを切れ目なく受けることができる体制を整備

■ 介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で、自立支援・重度化防
止に資する質の高い介護サービスを実現

■ 人材の有効活用・機能分化、ロボット技術等を用いた負担軽減、各種
基準の緩和等を通じた効率化を推進

■ 介護サービスの適正化・重点化を図ることにより、制度の安定性・持
続可能性を確保

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進

Ⅳ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保
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平成30年度介護報酬改定の概要

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、国民１人１人が状態に応じた適切なサービスを受けられる
よう、平成30年度介護報酬改定により、質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進。

平成30年度介護報酬改定 改定率：＋０．５４％



4

在宅復帰・在宅療養支援機能の評価

様々なルートを
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平成30年度 老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業）

介護老人保健施設の目的を踏まえた
施設の在り方に関する調査研究事業報告



1．調査の背景と目的

平成29年介護保険法改正で、介護老人保健施設（以下、老
健）は従前の在宅復帰に加えて在宅療養支援を担う施設であ
る定義が明確化され、平成30年度介護報酬改定では、老健を
在るべき姿に導くための改定がなされた。

平成30年度介護報酬改定により、老健は超強化型・在宅強化
型・加算型・基本型・その他型に類型化され、今後この5類型
のより上位類型に位置することを目指していくことが求めら
れる。

そこで、本調査研究事業では、以下について調査をし、老健
が在宅復帰・在宅療養支援機能をより発揮するために何をす
べきかを検討するとともに、医療提供施設である老健施設の
医療についても状況を把握することとした。



7

２.調査内容

・平成29年度老人保健事業推進費等補助金により実施した、「介護老人
保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の強化へ向けて」調査研
究事業で実施した調査項目の再調査

・平成30年度介護報酬改定から約半年後の5類型への移行状況
・再編された「所定疾患施設療養費」並びに、新設された「かかりつけ
医連携薬剤調整加算」の算定状況

・自宅等への退所者の状況

調査の実施要領

平成30年10月現在の全国老人保健施設協会（以下、全老健）の正会員施
設3628施設を対象として調査を実施した（悉皆調査）。調査票は会員施
設宛に郵送により配布、回収した。
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提言① 充実したリハ
老健の入所者は状態像やニーズも様々であり、求められるリハビリの形も一通りでは
ないことが想定される。リハビリは本来、個別・集団に関わらず、各利用者の目標達成
のために適切に供していくことが重要であり、そのような点を踏まえると、今後より自由
度の高いリハビリの提供の形が認められることが望ましい。

提言② 期待される機能を強化
現状、まだ老健に期待される在宅復帰・在宅支援等に十分に対応できていない施設も
あるため、それらの施設においては現状に甘んじることなく、少しでも機能を高めてい
く必要がある。ただし、指標が安定しないために本来算定出来る施設類型より下の施
設類型を届け出ている施設が存在していることが想定されることから、施設の努力以
外にも、何らかの対応策が望まれる。

提言③ 所定疾患施設療養費
所定疾患施設療養費の算定期間を超えて治療を行っている症例があることから、算
定日数の上限を現在の7日間から適切な期間へ延長することが望まれる。また、老健
では現在認められている疾患以外にも治療を行っている疾患があるため、算定出来る
疾患の拡大が望ましい。

この調査研究事業から出された提言
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提言④かかりつけ医との連携
「かかりつけ医連携薬剤調整加算」の算定状況をみるかぎり、老健の
医師とかかりつけ医との連携はまだ十分とはいえない。在宅生活への
連続した医療の提供という観点からも老健の医師からかかりつけ医に
対するより一層の働きかけが必要である。また、当該加算については、
医師の連携という施設側の努力の他、事務手続きの負担軽減という制
度面での対応も望まれる。

提言⑤居宅のケアマネジャーと密接な連携
老健には在宅支援機能が求められるが、退所後のケアプランが把握さ
れていない利用者が一定程度存在している。 これは利用者視点で考
えると非常に望ましくない状況であり、本来の老健の定義を十分に満
たしているとは言い難い。居宅のケアマネジャーと密接な連携をはかり、
老健から在宅への連続したサービスの提供が徹底されることが望まれ
る。



18日

25日
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論点① 介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標

論点② 中重度者や看取りへの対応の充実

論点③ 居宅介護支援事業者との連携（退所前連携加算）

論点④ 入所者への医療の提供（所定疾患施設療養費）

論点⑤ かかりつけ医との連携（継続的な薬物治療の提供）

論点⑥ 介護保険施設のリスクマネジメント

介護給付費分科会で議論された「老健」の論点



【平成２４年４月】 【平成２７年１０月】

【平成３０年１０月】 【令和２年１０月】

超強化型23.5％

強化型10.7％

加算型34.4％

基本型34.4％

その他型3.1％

在宅強化型16.4％

在宅支援加算型29.6％従来型54.0％

在宅強化型3.8％

在宅支援加算型10.4％

従来型85.8％

超強化型19.7％

強化型7.2％

加算型34.4％

基本型34.4％

その他型4.3％

施設類型割合



令和３年度介護報酬改定の概要
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新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以
上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「介
護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。

改定率：＋０．７０％

１．感染症や災害への対応力強化

２．地域包括ケアシステムの推進 ３．自立支援・重度化防止の取組の推進

４．介護人材の確保・介護現場の革新 5．制度の安定性・持続可能性の確保

■感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築

○日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進
・感染症対策の強化 ・業務継続に向けた取組の強化 ・災害への地域と連携した対応の強化 ・通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

■住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要な
サービスが切れ目なく提供されるよう取組を推進

■制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、
科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進

■喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に対応 ■必要なサービスは確保しつつ、適正化・重点化を図る

○認知症への対応力向上に向けた取組の推進

○看取りへの対応の充実

○医療と介護の連携の推進

○在宅サービス、介護保険施設や高齢者住まいの機能・対応強化

○ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保

○地域の特性に応じたサービスの確保

○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化

○介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進

・認知症専門ケア加算の訪問ｻｰﾋﾞｽへの拡充 ・無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ

・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの取組推進 ・施設等における評価の充実

・老健施設の医療ニーズへの対応強化
・長期入院患者の介護医療院での受入れ推進

・事務の効率化による逓減制の緩和 ・医療機関との情報連携強化 ・介護予防支援の充実

○報酬体系の簡素化

・区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し ・訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し
・長期間利用の介護予防リハの評価の見直し ・居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し
・介護療養型医療施設の基本報酬の見直し ・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）の廃止
・生活援助の訪問回数が多い利用者等のケアプランの検証

・月額報酬化（療養通所介護） ・加算の整理統合（リハ、口腔、栄養等）

○評価の適正化・重点化

・訪問看護や訪問入浴の充実 ・緊急時の宿泊対応の充実 ・個室ﾕﾆｯﾄの定員上限の明確化

・過疎地域等への対応（地方分権提案） ・施設での日中生活支援の評価 ・褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、排せつ支援の強化

・計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
・リハビリテーションマネジメントの強化 ・退院退所直後のリハの充実
・通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による介護の推進
・通所介護における機能訓練や入浴介助の取組の強化
・介護保険施設や通所介護等における口腔衛生の管理や栄養マネジメントの強化

・CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
・ADL維持等加算の拡充

○介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進

○寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進

※各事項は主なもの

○テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた
業務効率化・業務負担軽減の推進

○文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減
の推進

・特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
・職員の離職防止・定着に資する取組の推進
・サービス提供体制強化加算における介護福祉士が多い職場の評価の充実
・人員配置基準における両立支援への配慮 ・ハラスメント対策の強化

・見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置の緩和
・会議や多職種連携におけるICTの活用
・特養の併設の場合の兼務等の緩和 ・３ユニットの認知症GHの夜勤職員体制の緩和

・署名・押印の見直し ・電磁的記録による保存等 ・運営規程の掲示の柔軟化

・介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
・高齢者虐待防止の推進 ・基準費用額（食費）の見直し

６．その他の事項

令和３年度介護報酬改定の概要

※うち、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に対応するための特例的な評価 ０．０５％（令和３年９月末までの間）

14
・基本報酬の見直し
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１．運営に関すること
（老健・短期入所療養介護・通所リハ・訪問リハ）
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○ 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務
づける。その際、３年の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練（シミュレーション）

の実施
・ その他のサービス（訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護

支援、居住系サービス）について、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等

概要

１-１．感染症対策の強化

【全サービス★】

R3.1.13諮問・答申済
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○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、
全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）
の実施等を義務づける。その際、３年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

概要

１-２． 業務継続に向けた取組の強化

（参考）介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）ガイドラインについて

【全サービス★】

R3.1.13諮問・答申済
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○ 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策（計画策定、関係機関と
の連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護
等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととす
る。【省令改正】

概要

１-３． 災害への地域と連携した対応の強化

【通所系サービス★、短期入所系サービス★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、施設系サービス】

R3.1.13諮問・答申済
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○ 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービ
ス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介
護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。【通知改正】

具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」（平18老振発0331007）別添１につい
て以下の改正を行う。

概要

１-４． 認知症に係る取組の情報公表の推進

別添１：基本情報調査票（下の表は、夜間対応型訪問介護の例）

（枝番）

３．事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況

事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組

アセッサー（評価者）の人数 人

人 人 人 人

外部評価（介護プロフェッショナルキャリア段位制度）の実施状況 ［ ］ 0. なし・　1. あり

（その内容）

（20XX年XX月XX日現在）

計画年度 年度 記入年月日

事業所名： 事業所番号：

基本情報調査票：夜間対応型訪問介護

記入者名 所属・職名

レベル２② レベル３ レベル４
段位取得者の人数

レベル２①

【見直し】
認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、

認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、
受講人数を入力させる

【現行】

【全サービス（介護サービス情報公表制度の対象とならない居宅療養管理指導を除く）★】



○ 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護
に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること
を義務づける。【省令改正】

その際、３年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても１年の猶予期間を設け
ることとする。

概要

１-５． 認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

【認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修】 【認知症介護基礎研修】

【目標】

介護に携わる全ての職員の
受講

新任の介護職員等が認知症
介護に最低限必要な知識、
技能を修得指導者

研修

実践リーダー

研修

実践者研修

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

認
知
症
介
護
実
践
研
修

研修の目的 受講要件

・社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者又は
これに準ずる者
・認知症介護実践者研修を修了した者又はそれと
同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
・地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれて
いる者
等のいずれの要件も満たす者

・概ね５年以上の実務経験があり、チー
ムのリーダーになることが予定され、実践
者研修を修了して１年以上経過した者

・原則、身体介護に関する知
識、技術を修得しており、概ね
実務経験２年程度の者

・認知症介護実践研修の企画立案、
介護の質の改善について指導でき
る者を養成

・事業所内のケアチームに
おけるリーダーを養成

・認知症介護の理念、
知識及び技術を修得

（参考）介護従事者等の認知症対応力向上の促進

20

【全サービス（無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く）★】

R3.1.13諮問・答申済
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○ 介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用
機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることと
する。【省令改正】

概要

１-６． ハラスメント対策の強化

基準

○ 運営基準（省令）において、以下を規定（※訪問介護の例）
「指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又
は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環
境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。」

※併せて、留意事項通知において、カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じることも推奨する。

（参考）ハラスメント対策に関する事業主への義務付けの状況（※次ページ参照）

・ 職場におけるセクシュアルハラスメントについては男女雇用機会均等法において、職場におけるパワーハラスメントについては労働施策総合
推進法において、事業主に対して、事業主の方針等の明確化や相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付けている。（パワー
ハラスメントの義務付けについて、大企業は令和２年６月1日、中小企業は令和４年４月１日から施行（それまでは努力義務））

・ 職場関係者以外のサービス利用者等からのハラスメントに関しては、
① セクシュアルハラスメントについては、指針において、男女雇用機会均等法（昭和47年法律第113号）において事業主に対して義務付けて

いる雇用管理上の措置義務の対象に含まれることが明確化された（令和２年６月１日より）。
② パワーハラスメントについては、法律による事業主の雇用管理上の措置義務の対象ではないものの、指針において、事業主が雇用管理上行

うことが「望ましい取組」のとして防止対策を記載している（令和２年６月１日より）。
※職場におけるセクシュアルハラスメント

＝ 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの又は当該性的な言動により労働者の
就業環境が害されるもの。

※職場におけるパワーハラスメント
＝ 職場において行われるⅰ優越的な関係を背景とした言動であって、ⅱ業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、ⅲ労働者の就業環境が害される

ものであり、ⅰからⅲまでの要素を全て満たすもの。

【全サービス★】

R3.1.13諮問・答申済
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〇 全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。その際、３年
の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

概要

１-７． 高齢者虐待防止の推進

○ 運営基準（省令）に以下を規定
・ 入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、

研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。

・ 運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加。

・ 虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。
ｰ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図ること
ｰ 虐待の防止のための指針を整備すること
ｰ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
ｰ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

（※３年の経過措置期間を設ける。）

基準

【全サービス★】

R3.1.13諮問・答申済
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○ 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図
る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。【通知改正】
・ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、

介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30

時間以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）と扱うことを認める。
・ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等

を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすこと
を認める。

この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休
業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。

概要

１-８． 人員配置基準における両立支援への配慮

【全サービス★】

（参考） 医療従事者の
負担軽減・人材確保について
（平成28年度診療報酬改定）
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項目 経過措置期間
スライド
ページ

運営基準

虐待の防止に係る経過措置 令和６年３月３１日まで（３年の経過措置） P１１

業務継続計画の策定等に係る経過措置 令和６年３月３１日まで（３年の経過措置） P５

・居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る
経過措置

・介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措
置

令和６年３月３１日まで（３年の経過措置） P４

認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置 令和６年３月３１日まで（３年の経過措置） P８

栄養管理に係る経過措置 令和６年３月３１日まで（３年の経過措置） P４１

口腔衛生の管理に係る経過措置 令和６年３月３１日まで（３年の経過措置） P４５

事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置 施行の日から起算して六月を経過するまでの間 P５４

介護職員処遇改善加算に係る経過措置 令和４年３月３１日まで P９８

施設基準・加算等

感染症又は災害の発生を理由とする理由とする利用者数の減少に伴う加算に係る経過
措置

令和３年５月３１日まで（３月の経過措置） P６９

厚生労働大臣が定める施設基準に係る経過措置 令和３年９月３０日まで P３０

安全管理体制未実施減算に係る経過措置 令和３年９月３１日（６月の経過措置） P５４

栄養管理の基準を満たさない場合の減算に係る経過措置 令和６年３月３１日まで（３年の経過措置） P４１

褥瘡マネジメント加算に係る経過措置 令和４年３月３１日まで P４８

排せつ支援加算に係る経過措置 令和４年３月３１日まで P５０

基本報酬に関わる経過措置 令和３年９月３０日まで P１００

※通知順

スライドページ確認！
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２．科学的介護情報システム
（Long-term care Information system For Evidence；LIFE ライフ）
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○ 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、以下の見直
しを行う。
ア 施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービスについて、CHASEの収集項目の各領

域（総論（ADL）、栄養、口腔・嚥下、認知症）について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに
提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証し、利用者のケアプラン
や計画への反映、事業所単位でのPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する加算を創設する。

その際、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目
を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設定する。【告示改正】
※ 提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目を設定。

イ CHASEの収集項目に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくPDCAサイクルの
取組に加えて、データ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を図る
ことを評価・推進する。【告示改正】

※ 認知症対応型通所介護について記載。このほか、通所介護や特別養護老人ホーム等の個別機能訓練加算に
おける新たな区分の創設や、リハビリ、栄養関係の加算における要件化を実施。

ウ 介護関連データの収集・活用及びPDCAサイクルによる科学的介護を推進していく観点から、全てのサービス
（居宅介護支援を除く）について、 CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、
ケアの質の向上の取組を推奨する。居宅介護支援については、各利用者のデータ及びフィードバック情報のケ
アマネジメントへの活用を推奨する。【省令改正】

概要

２ー１． CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進①

【全サービス★】

R3.1.13諮問・答申済

※ 令和３年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した
名称を用いる予定。

科学的介護情報システム （Long-term care Information system For Evidence；LIFE ライフ）
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科学的介護情報システム：LIFE（CHASE・VISITの統合）の全体像

【全体像】

※ 令和３年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、
以下の統一した名称を用いる。

科学的介護情報システム （Long-term care Information system For Evidence；LIFE ライフ）
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２－１． CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進②

ア ＜現行＞ ＜改定後＞
・施設系サービス

なし ⇒     科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位／月（新設）
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位／月（新設）

（※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は50単位/月）
・通所系・居住系・多機能系サービス

なし ⇒     科学的介護推進体制加算 40単位（新設）

イ ＜現行＞ ＜改定後＞
・認知症対応型通所介護

個別機能訓練加算 27単位／日 ⇒ 個別機能訓練加算（Ⅰ） 27単位／日（現行と同じ）
個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位／月（新設）
※（Ⅰ）・（Ⅱ）は併算定可。

単位数（ア・イ）

ア＜科学的介護推進体制加算＞
○ 加算の対象は以下とする。

○ 以下のいずれの要件も満たすことを求める。
・ 入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る

基本的な情報（科学的介護推進体制加算（Ⅱ）では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情報）を、厚生労働省
に提出していること。
※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設については服薬情報の提出を求めない。

・ 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切か
つ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

イ＜個別機能訓練加算(Ⅱ)（認知症対応型通所介護）＞
○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提

出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し
た場合。

算定要件等（ア・イ）

施設系サービス 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

通所系・居住系・
多機能系サービス

通所介護、通所リハビリテーション（※）、認知症対応型通所介護（※）、地域密着型通所介護、
特定施設入居者生活介護（※）、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護（※）、
小規模多機能型居宅介護（※）、看護小規模多機能型居宅介護 ※予防サービスを含む
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現在作成中



情報を厚生労働省に提出しないと算定できない加算
（LIFE関連加算の一覧）※赤字がLIFE前提の加算 緑字がLIFEの上乗せ加算

31

入所 通所リハビリテーション

加算項目 単位 加算項目 単位

栄養マネジメント強化加算 （１日） 11
リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ （１月につき）
※（A）イの場合（データ提出なし）

560→593

口腔衛生管理加算（Ⅱ） （１月につき） 110 240→273

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） １回 240
リハビリテーションマネジメント加算（B）ロ （１月につき）
※（B）イの場合（データ提出なし）

830→863

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） １回 100 510→543

リハビリテーションマネジメント計画提出料加算 （１月につき） 33 栄養アセスメント加算 （１月につき） 50

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） （１月につき） 3 口腔機能向上加算（Ⅱ） （月２回を限度） 160

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） （１月につき） 13 科学的介護推進体制加算 （１月につき） 40

排せつ支援加算（Ⅰ） （1月につき） 10

排せつ支援加算（Ⅱ） （1月につき） 15 訪問リハビリテーション

排せつ支援加算（Ⅲ） （1月につき） 20 加算項目 単位

自立支援推進加算 （１月につき） 300 リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ （１月につき） 213

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） １月につき 40 リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）ロ （１月につき） 483

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） １月につき 60

2021.2.3時点
全老健作成



例１.介護ソフト１本化の場合

例２.複数の介護ソフトを利用、一部エクセル
の場合

・基本情報
・ケアプランソフト（R4含む）
・リハビリ計画書
・栄養ケア計画書
・経口維持・経口移行計画書 等

・ケアプランソフト（R4含む）
・リハビリ計画書

・基本情報（３社以外のソフト）
・栄養ケア計画書（エクセル）
・経口維持・経口移行計画書（エクセル）

※３社（ワイズマン、NDソフト（ほのぼの）、レゾナ（i-MEDIC））

LIFEをはじめる前に施設で使用しているソフトの確認について 参考

2020.11.11時点
全老健作成

手入力



左記のリストは、ワイズマンのソフ
トのシステムを例にあげているが、
ワイズマンのソフトでも、009（口腔

機能アセスメントヘッダ明細情報）、
010（口腔機能管理記録情報）に

ついては、配備されていないため、
現在出力できないでいる。

まずは改定後、施設でどのソフト
で何が出力できるのか、確認をす
ることが重要。施設が導入してい
るソフトによっては、LIFEの対象項
目が網羅されていない場合もある。

2020.11.11時点
全老健作成



使用しているソフトの項目が、どの加算に対応されているか照らし合わせを！



「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（令和３年２月１９日 事務連絡資料）



科学的介護情報システム（LIFE）の運用開始について
～ 新規登録はお早めに ～

36

令和２年度のCHASEのモデル事業において、既に約２０００施設の老健には、IDとパスワード
が提供されてます。
その施設においては、４月以降のLIFEの運用においても、IDとパスワードは引き続き利用でき
ます。

厚生労働省オンラインマニュアル：https://chase.mhlw.go.jp/manual.html

登録済みの施設について

未登録（IDとパスワードがない）施設について

新規利用登録は、毎月２５日締め、翌月の初めに利用案内はがきが発送されます。

ＣＨＡＳＥの画面 ： https://chase.mhlw.go.jp/（３月末まで）

ＬＩＦＥの画面 ： https://life.mhlw.go.jp/（４月以降）
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科学的介護情報システム（LIFE）の運用開始について～ 新規登録はお早めに ～
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科学的介護情報システム（LIFE）の運用開始について～ 新規登録はお早めに ～
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40
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３．介護老人保健施設
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介護老人保健施設 基本報酬

＜現行＞ ＜改定後＞
○介護保健施設サービス費(Ⅰ)(iii)(多床室)(基本型)

要介護１ 775単位 788単位 +13単位
要介護２ 823単位 836単位 +13単位
要介護３ 884単位 898単位 +14単位
要介護４ 935単位 949単位 +14単位
要介護５ 989単位 1,003単位 ＋14単位

○介護保健施設サービス費(Ⅰ)(iv)(多床室)(在宅強化型)
要介護１ 822単位 836単位 +14単位
要介護２ 896単位 910単位 +14単位
要介護３ 959単位 974単位 +15単位
要介護４ 1,015単位 1,030単位 +15単位
要介護５ 1,070単位 1,085単位 +15単位

○ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(i)(ユニット型個室)(基本型)
要介護１ 781単位 796単位 +15単位
要介護２ 826単位 841単位 +15単位
要介護３ 888単位 903単位 +15単位
要介護４ 941単位 956単位 +15単位
要介護５ 993単位 1,009単位 +16単位

○ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ii)(ユニット型個室)(在宅強化型)
要介護１ 826単位 841単位 +15単位
要介護２ 900単位 915単位 +15単位
要介護３ 962単位 978単位 +16単位
要介護４ 1,019単位 1,035単位 +16単位
要介護５ 1,074単位 1,090単位 +16単位

※以下の単位数はすべて１日あたり単位数
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介護老人保健施設における主な加算改定項目 等

加算項目 単位 備考

新設 栄養マネジメント強化加算 11単位/日（新設） LIFE 前提

新設 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位/月（新設） LIFE 前提

新設 自立支援促進加算 300単位/月（新設） LIFE 前提

新設 科学的介護推進体制加算
（Ⅰ）40単位/月（新設）
（Ⅱ）60単位/月（新設）

LIFE 前提

新設 安全対策体制加算 ※入所1人につき1回 20単位/回（新設）

見直し ターミナルケア加算

31～45日前 80単位/日
4～30日前 160単位/日
前々日、前日 820単位/日
死亡日 1650単位/日

31～45日前（新設）

見直し 再入所時栄養連携加算 （単位数見直し） ※入所1人につき1回 200単位/回

見直し 入退所前連携加算（退所前連携加算の見直し）※入所1人につき1回
（Ⅰ）600単位/回（新設）
（Ⅱ）400単位/回（新設）

見直し 経口維持加算 （原則6月限度の要件撤廃）
（Ⅰ）400単位/月
（Ⅱ）100単位/月

見直し 口腔衛生管理加算
（Ⅰ） 90単位/月
（Ⅱ）110単位/月（新設） （Ⅱ）LIFE上乗せ要件

見直し
かかりつけ医連携薬剤調整加算 ※入所1人につき1回 併算定可能

（Ⅰ）100単位/回（新設）
（Ⅱ）240単位/回（新設）
（Ⅲ）100単位/回（新設）

（Ⅱ･Ⅲ）LIFE上乗せ要件

見直し 所定疾患施設療養費（疾患・日数等の見直し）※入所者につき1月1回
（Ⅰ）235単位/日
（Ⅱ）475単位/日

見直し 認知症専門ケア加算（専門的な研修の枠組み拡大）
（Ⅰ） 3単位/日
（Ⅱ） 4単位/日
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介護老人保健施設における主な加算改定項目 等

加算項目 単位 備考

見直し 褥瘡マネジメント加算
（Ⅰ） 3単位/月（新設）
（Ⅱ） 13単位/月（新設）
（経過）10単位/３月1回

LIFE 前提（Ⅰ・Ⅱ）

見直し 排せつ支援加算

（Ⅰ） 10単位/月（新設）
（Ⅱ） 15単位/月（新設）
（Ⅲ） 20単位/月（新設）
（経過）100単位/月

LIFE 前提（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

見直し サービス提供体制強化加算
（Ⅰ） 22単位/日（新設）
（Ⅱ） 18単位/日
（Ⅲ） 6単位/日

見直し 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 （要件の見直し）

減算 安全対策体制未実施減算 ‐5単位/日

減算 栄養ケア・マネジメント未実施減算 ‐14単位/日

廃止 栄養マネジメント加算 14単位/日

廃止 低栄養リスク改善加算 300単位/月

廃止 口腔衛生管理体制加算 30単位/月

その他項目 単位 備考

新設 新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な評価 基本報酬の＋０．１％

見直し 基準費用額の見直し （＋53円／日） 1445円/日
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○ 在宅復帰・在宅療養支援等評価指標と要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進
するため、指標の取得状況等も踏まえ、以下の見直しを行う。その際、6月の経過措置期間を設ける。【告示改正】
・ 居宅サービス実施数に係る指標において、訪問リハビリテーションの比重を高くする。
・ リハビリテーション専門職配置割合に係る指標において、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の３職種の配

置を評価する。
・ 基本型以上についてリハビリテーションマネジメントの実施要件が求められているが、医師の詳細な指示に基づ

くリハビリテーションに関する事項を明確化する。

概要

３-１． 介護老人保健施設における
在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実①

在宅復帰・在宅療養支援等指標： 下記評価項目（①～⑩）について、項目に応じた値を足し合わせた値（最高値：90）

①在宅復帰率 50％超 20 30％超 10 30％以下 0

②ベッド回転率 10％以上 20 5％以上 10 5％未満 0

③入所前後訪問指導割合 30％以上 10 10％以上 5 10％未満 0

④退所前後訪問指導割合 30％以上 10 10％以上 5 10％未満 0

⑤居宅サービスの実施数 3ｻｰﾋﾞｽ 5
2ｻｰﾋﾞｽ 3

⇒2サービス（訪問リハビ
リテーションを含む） 3

1ｻｰﾋﾞｽ 2
⇒2サービス1

0ｻｰﾋﾞｽ 0

⑥リハ専門職の配置割合
5以上 5

⇒5以上（PT, OT, STい
ずれも配置） 5

3以上 3
⇒5以上 3

（設定なし）
⇒3以上 2

3未満 0

⑦支援相談員の配置割合 3以上 5 2以上 3 2未満 0

⑧要介護４又は５の割合 50％以上 5 35％以上 3 35％未満 0

⑨喀痰吸引の実施割合 10％以上 5 5％以上 3 5％未満 0

⑩経管栄養の実施割合 10％以上 5 5％以上 3 5％未満 0

算定要件等

【介護老人保健施設】

※下線部が見直し箇所
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３-１． 介護老人保健施設における
在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実②

評価項目 算定要件

退所時指導等 a: 退所時指導 入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行っていること。
b: 退所後の状況確認 入所者の退所後３０日※以内に、その居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受

けることにより、在宅における生活が１月※以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

リハビリテー
ションマネジメ
ント

a: 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー
ションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。

b:医師は、リハビリテーションの実施にあたり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、リハビリテーションの目
的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、中止基準、リハビリテーションにおける入所者に対する
負荷量等のうちいずれか一つ以上の指示を行うこと。

地域貢献活動 地域に貢献する活動を行っていること。

充実したリハ 少なくとも週３回程度以上のリハビリテーションを実施していること。

算定要件等

○ 下線部を追加

※6月の経過措置期間
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○ 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護
等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬（介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護（介護老

人保健施設によるものを除く））や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。【告示改正、通知改正】

○ 施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援
に努めることを求める。【通知改正】

概要

〇 ターミナルケアに係る要件として、以下の内容等を通知等に記載する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。

○ 施設サービス計画の要件として、以下の内容等を運営基準の通知に記載する
・ 施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。

算定要件等

３-２． 看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実

【短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 介護老人保健施設における中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、ターミナルケア加算の算定要件の見
直しを行うとともに【告示改正、通知改正】、現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の
対応についても新たに評価する区分を設ける【告示改正】。

○ あわせて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求め
ることとする。【通知改正】

概要

単位数

○ ターミナルケア加算の要件として、以下の内容等を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。

（通知）
・ 看取りに関する協議等の場の参加者として、支援相談員を明記する。（告示）

○ 施設サービス計画の作成に係る規定として、以下の内容等を通知に記載する。
・ 施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。

算定要件等

３-３． 介護老人保健施設における看取りへの対応の充実

ターミナルケア加算
＜現行＞ ⇒

死亡日30日前～4日前 160単位／日
死亡日前々日、前日 820単位／日*
死亡日 1,650単位／日**

＜改定後＞
死亡日45日前～31日前 80単位／日（新設）
変更なし
変更なし
変更なし

死亡日死亡日
以前4日

死亡日
以前30日

1,650単位/日

820単位/日

160単位/日

死亡日
以前45日

80単位/日

*介護療養型老人保健施設は
850単位／日

**介護療養型老人保健施設は
1,700単位／日

【介護老人保健施設】

全老健の看取りガイドライン
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○ 介護老人保健施設の入所者の早期の在宅復帰を促進する観点から、退所前連携加算について、現行の取組に加え、
入所前後から入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、退所後の介護サービスの利用方針を
定めた場合の区分を設定する。【告示改正】

○ 現行相当の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
退所前連携加算 500単位 ⇒ 入退所前連携加算（Ⅰ） 600単位（新設）

入退所前連携加算（Ⅱ） 400単位（新設）

単位数

＜入退所前連携加算（Ⅰ）＞
イ 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、

入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めること。

ロ 入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者の退所に先立って入
所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サー
ビス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関す
る調整を行うこと。（※現行の退所前連携加算の要件）

＜入退所前連携加算（Ⅱ）＞
・ 入退所前連携加算（Ⅰ）のロの要件を満たすこと。

算定要件等

３-４． 退所前連携加算の見直し

※入所者1人につき1回を限度

【介護老人保健施設】
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○ かかりつけ医連携薬剤調整加算について、介護老人保健施設において、かかりつけ医との連携を推進し、継続
的な薬物治療を提供する観点から、見直しを行う。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
かかりつけ医連携薬剤調整加算 125単位 ⇒ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 100単位（新設）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 240単位（新設）
かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 100単位（新設）

単位数

３-５． かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し

＜かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）＞
・ 介護老人保健施設の医師又は薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受

講していること。
・ 入所後１月以内に、かかりつけ医に、状況に応じて処方の内容を変更する可能性があることについて説明し、

合意を得ていること。
・ 入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の

経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行い、その内容を診
療録に記載していること。

＜かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）＞
・ （Ⅰ）を算定していること。
・ 入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実

施のために必要な情報を活用していること。
＜かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）＞

・ （Ⅰ）と（Ⅱ）を算定していること。
・ ６種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が共同

し、総合的に評価・調整し、介護老人保健施設の医師が、入所時に処方されていた内服薬の種類を１種類以上
減少させること。

・ 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ１種類以上減少していること。

算定要件等

※それぞれ全ての要件を満たす必要。入所者1人につき1回を限度。退所時に所定単位数を加算

【介護老人保健施設】
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現在作成中

薬剤調整報告書

薬剤変更等に係る情報提供書

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）

かかりつけ医に、状況に応じて処方の内容を

変更する可能性があることについて説明し、
合意

（Ⅱ）厚労省にデータ提出（LIFE）
（Ⅲ）６種類以上の内服薬から１種類以上減

少していること

「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（令和３年２月１９日事務連絡）
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データ提出に必要

減薬ができているかなど

（様式例）



介 護 報 酬

「所定疾患施設療養費（Ⅱ）」の要件
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平成２６年
第１回

Ⅰ期：３月（土日）
Ⅱ期：９月（土日）

合計４日間
受講者：１５３名
（定員：１５０名）
会場：東京都内

平成２７年
第2回

Ⅰ期：６月（土日）
Ⅱ期：９月（土日）

合計４日間
受講者：１３７名
（定員：１５０名）
会場：東京都内

平成２８年
第3回

Ⅰ期：６月（土日）
Ⅱ期：10月（土日）

合計４日間
受講者：１３１名
（定員：１５０名）
会場：東京都内

平成２９年
第4回

平成３０年
第5回

主催：日本老年医学会 協力：国立長寿医療研究センター

運営協力：全老健

共催：日本老年医学会、全老健

協力：国立長寿医療研究センター

老人保健施設管理医師総合診療研修会

診療報酬 「総合評価加算」の要件

老健管理医師として
必要な総合的な内容を網羅！

報酬上の評価

Ⅰ期：６月（土日）
Ⅱ期：９月（土日）

合計４日間
受講者：８６名

（定員：１５０名）
会場：東京都内

Ⅰ期：６月（土日）
Ⅱ期：９月（土日）

合計４日間
受講者：９６０名

（定員：１０００名）
会場：東京３会場

愛知会場
大阪会場
福岡会場

（合計６会場）（リハビリ、薬剤調整、感染症対応、看取り他）

（評価以前に研修会を創設）

令和元年
第6回

Ⅰ期：６月（土日）
Ⅱ期：９月（土日）

合計４日間
受講者：４６０名
（定員：７００名）

会場：東京２会場
愛知会場
大阪会場
福岡会場

（合計５会場）
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○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進め
る観点から見直しを行う。【通知改正】

概要

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、
リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書（リハビリテーション計画書、栄養ケア計画
書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録）について、重複する記載項目を整理するとともに、それ
ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

算定要件等

３-６． リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護
★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉
施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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３-７． リハビリテーションマネジメント等の見直し

○ 介護老人保健施設（リハビリテーションマネジメント）及び介護医療院（特別診療費（理学療法・作業療法・言語聴覚療

法）について、自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪問リハビリテーション等と
同様に、CHASE・VISITへリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進す
ることを評価する新たな加算を創設する。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（老健） 33単位／月（新設）

理学療法、作業療法又は言語聴覚療法に係る加算（医療院） 33単位／月（新設）

単位数

○ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族
等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。

○ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供
に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

算定要件等

【介護老人保健施設、介護医療院】
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○ 介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、栄養マネジメント加算等の見直
しを行う。【省令改正、告示改正】

概要

単位数

３-８． 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

＜運営基準（省令）＞
○ （現行）栄養士を１以上配置 → （改定後）栄養士又は管理栄養士を１以上配置。
○ 栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した

日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを規
定。（３年の経過措置期間を設ける）

＜栄養マネジメント強化加算＞
○ 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50（施設に常勤栄養士を１人以上配置し、給食管理を行っている場合

は70）で除して得た数以上配置すること
○ 低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従

い、食事の観察（ミールラウンド）を週３回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を
実施すること

○ 低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
○ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継

続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
＜経口維持加算＞

○ 原則６月とする算定期間の要件を廃止する

基準・算定要件等

＜現行＞ ＜改定後＞
栄養マネジメント加算 14単位／日 ⇒ 廃止

栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位／日減算（新設）
（３年の経過措置期間を設ける）

なし ⇒ 栄養マネジメント強化加算 11単位／日（新設）
低栄養リスク改善加算 300単位／月 ⇒ 廃止
経口維持加算 400単位／月 ⇒ 変更なし

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（一部除く）、介護医療院】



（前提）赤字が、人員基準上の配置条件である、栄養士又は管理栄養士を常勤職員１以上の方⇒ 常勤換算で１名でよいのか。常勤じゃないとだめなのか確認。

（定義）管理栄養士を常勤換算式で入所者の数を５０（施設に常勤栄養士を１人以上配置し、給食管理を行っている場合は７０）で除して得た数以
上を配置すること

例A 前年度平均入所者数が１００人の場合（必要人数：管理栄養士 常勤換算2.0人 or   栄養士 常勤換算1.0人と管理栄養士 常勤換算1.42人）

パターン１
常勤管理栄養士

（常勤換算数1.0人）
常勤管理栄養士

（常勤換算数1.0人）

パターン２
常勤管理栄養士

（常勤換算数1.0人）
非常勤管理栄養士
（常勤換算0.5人）

非常勤管理栄養士
（常勤換算数0.5人）

パターン3
非常勤管理栄養士

（常勤換算数0.5人）
非常勤管理栄養士

（常勤換算数0.5人）
非常勤管理栄養士
（常勤換算0.42人）

常勤栄養士
（常勤換算数1.0人）

例B 前年度平均入所者数が93人の場合（必要人数：管理栄養士 常勤換算1.86人 or   栄養士 常勤換算1.0人と管理栄養士 常勤換算1.32人）

パターン1
常勤管理栄養士

（常勤換算数1.0人）
常勤管理栄養士（常勤換算数1.0人）

必要配置（0.86人）

パターン2
非常勤管理栄養士

（常勤換算数0.5人）
非常勤管理栄養士

（常勤換算数0.5人）

非常勤管理栄養士
（常勤換算0.5人）
必要配置（0.32）

常勤栄養士
（常勤換算数1.0人）

例C 前年度平均入所者数が40人の場合（必要人数：管理栄養士 常勤換算0.8人 or   栄養士 常勤換算1.0人と管理栄養士 常勤換算0.57人）

パターン1
常勤管理栄養士

（常勤換算数1.0人）
必要配置（0.8）

パターン2
非常勤管理栄養士

（常勤換算数0.57人）
常勤栄養士

（常勤換算数1.0人）

栄養マネジメント強化加算算定の考え方
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加算を算定するには常勤換算0.8必要。算定要件以上の配置が
あるため通所リハの栄養アセスメント加算の管理栄養士として兼務可能

2021.2.19時点
全老健作成

左記の３パターンの場
合、栄養マネジメント
強化加算の要件ギリギ
リの配置なので、通所
リハの管理栄養士とし

て兼務できない

左記の２パターンの場
合、栄養マネジメント
強化加算の必要配置以
上のため、通所リハの
栄養アセスメント加算
の管理栄養士として兼

務可能
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栄養管理とその関連加算の関係

栄養管理（運営基準）
（元栄養マネジメント加算）

再入所時栄養連携加算 （４００単位/回）

経口移行加算（２８単位/日）

療養食加算（６単位/回）

経口維持加算（Ⅱ）（１００単位/月）
（Ⅰ）の算定が必須

（Ⅰ）（Ⅱ）原則６月とする算定期間の要件を廃止する

経口維持加算（Ⅰ）（４００単位/月）
併算定
不可

併算定可
併算定可

（新設・LIFE前提）栄養マネジメント強化加算（１１単位/日）

栄養ケア・マネジメントの未実施
（１４単位/日 減算）

※上記加算を算定しても、褥瘡マネジメント加算との併算定は可能

2021.2.3時点
全老健作成
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○ 介護保険施設において多職種連携で行う取組について、管理栄養士の役割や関与を強化する観点から、以下の見直
しを行う。【告示改正、通知改正】
・ 看取り期における栄養ケアの充実を図る観点から、介護保険施設における看取りへの対応に係る加算（看取り介

護加算、ターミナルケア加算）又は基本報酬の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する。
・ 褥瘡の発生や改善は栄養と大きく関わることを踏まえ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件に

おいて、関与する専門職として管理栄養士を明記する。

概要

３-９． 多職種連携における管理栄養士の関与の強化

【短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 施設系サービスにおいて口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更
に充実させるため、口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、３年の経過措
置期間を設け、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を
行うことを求める。【省令改正、告示改正】

○ 口腔衛生管理加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推
進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
口腔衛生管理体制加算 30単位/月 ⇒ 廃止
口腔衛生管理加算 90単位/月 ⇒ 口腔衛生管理加算（Ⅰ） 90単位/月（現行の口腔衛生管理加算と同じ）

口腔衛生管理加算（Ⅱ）110単位/月（新設）

単位数

＜運営基準（省令）＞（※３年の経過措置期間を設ける）
・ 「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整

備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。
※ 「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係

る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。
＜口腔衛生管理加算（Ⅱ）＞

・ 加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理
の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

基準・算定要件

３-１０． 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（一部除く）、介護医療院】
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○ 所定疾患施設療養費について、介護老人保健施設の入所者により適切な医療を提供する観点から、介護老人保健
施設における疾患の発症・治療状況を踏まえ、算定要件や算定日数、対象疾患等の見直しを行う。【告示改正】

概要

※所定疾患施設療養費（Ⅱ）の算定にあたり、診療内容等の給付費明細書の摘要欄への記載は求めないこととする。
【通知改正】

※単位変更なし：所定疾患施設療養費（Ⅰ）239単位/日 （Ⅱ）480単位/日

算定要件等

３-１１． 所定疾患施設療養費の見直し

○入所者の要件

＜現行＞
イ 肺炎の者
ロ 尿路感染症の者
ハ 帯状疱疹の者（抗ウ

イルス剤の点滴注射を
必要とする者に限る。）

＜改定後＞
イ 肺炎の者
ロ 尿路感染症の者
ハ 帯状疱疹の者
ニ 蜂窩織炎の者

○算定日数（所定疾患施設療養費（Ⅱ））

＜現行＞
・1月に1回、連続する

7日を限度

＜改定後＞
・1月に1回、連続する

10日を限度

＜現行＞
入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等
を行った場合に算定。

＜改定後＞
入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場
合（肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実
施した場合に限る。）に算定。

⇒

⇒
⇒

【介護老人保健施設】
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○ 認知症専門ケア加算等について、各介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、以下の見直しを行う。
ア 訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、他のサービス

と同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設する。【告示改正】
イ 認知症専門ケア加算（通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護においては認知症加算）の算定の要件の

一つである、認知症ケアに関する専門研修（※１）を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高
い看護師（※２）を、加算の配置要件の対象に加える。【通知改正】

なお、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、ｅラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位／日（新設）※

認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位／日（新設）※
※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護（Ⅱ）については、認知症専門ケア加算（Ⅰ）90単位／月、認知症専門ケア加算（Ⅱ）120単位／月

単位数

＜認知症専門ケア加算（Ⅰ）＞（※既往要件と同）
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は１名以上、

20名以上の場合は１に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、専
門的な認知症ケアを実施

・ 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
＜認知症専門ケア加算（Ⅱ）＞（※既往要件と同）
・ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を１名以上配置し、事業所

全体の認知症ケアの指導等を実施
・ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定

算定要件等

３-１２． 認知症専門ケア加算等の見直し

※１ 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算（Ⅰ）:認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算（Ⅱ）:認知症介護指導者養成研修
認知症加算:認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修

、認知症介護実践者研修

※２ 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

アについては、以下のとおり。
イについては、単位数の変更はなし。

アについては、以下のとおり。
イについては、概要欄のとおり。

【ア：訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★ イ：ア及び、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、短期入所生活介護★、
短期入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 褥瘡マネジメント加算（介護医療院は褥瘡対策指導管理）について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点
から、以下の見直しを行う。【告示改正】
・ 計画の見直しを含めた施設の継続的な取組を評価する観点から、毎月の算定を可能とする（介護医療院を除く）。
・ 現行の褥瘡管理の取組（プロセス）への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等（アウトカム）について評価

を行う新たな区分を設ける。その際、褥瘡の定義や評価指標について、統一的に評価することが可能なものを
用いる。

・ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求め
る。

概要

※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える。

＜現行＞ ＜改定後＞
褥瘡マネジメント加算 10単位／月 ⇒ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3単位／月 （新設）
（３月に１回を限度とする） 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13単位／月 （新設）

※ 加算（Ⅰ）（Ⅱ）は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定

＜現行＞ ＜改定後＞
褥瘡対策指導管理 6単位／日 ⇒ 褥瘡対策指導管理（Ⅰ） 6単位／日（現行と同じ）

褥瘡対策指導管理（Ⅱ） 10単位／月（新設）
※ （Ⅰ）（Ⅱ）は併算可。

単位数

３-１３． 褥瘡マネジメント加算等の見直し①

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護】
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＜褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）＞
○ 以下の要件を満たすこと。

イ 入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも三
月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用
していること。

ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護
職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。

ハ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態に
ついて定期的に記録していること。

ニ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

＜褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）＞
○ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が

発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

＜褥瘡対策指導管理（ Ⅱ ）＞
○ 褥瘡対策指導管理（Ⅰ）に係る基準を満たす介護医療院において、施設入所時の評価の結果、褥瘡が発生する

リスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。

算定要件等

３-１４． 褥瘡マネジメント加算等の見直し②
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○ 排せつ支援加算（介護療養型医療施設を除く）について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以
下の見直しを行う。【告示改正】
・ 排せつ状態の改善が期待できる入所者等を漏れなく支援していく観点から、全ての入所者等に対して定期的

な評価（スクリーニング）の実施を求め、事業所全体の取組として評価する。
・ 継続的な取組を促進する観点から、６か月以降も継続して算定可能とする。
・ 入所者等全員に対する排せつ支援の取組（プロセス）への評価に加え、排せつ状態の改善（アウトカム）につい

て評価を行う新たな区分を設ける。その際、定義や指標について、統一的に評価することが可能なものを用い
る。

・ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求め
る。

概要

※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える。
＜現行＞ ＜改定後＞

排せつ支援加算 100単位／月 ⇒ 排せつ支援加算（Ⅰ）10単位／月 （新設）
排せつ支援加算（Ⅱ）15単位／月 （新設）
排せつ支援加算（Ⅲ）20単位／月 （新設）

※ 排せつ支援加算（Ⅰ）～（Ⅲ）は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定

単位数

３-１５． 排せつ支援加算の見直し①

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護】
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＜排せつ支援加算（Ⅰ）＞
○ 以下の要件を満たすこと。

イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師
が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも六月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出
し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。

ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、
介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を
継続して実施していること。

ハ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。

＜排せつ支援加算（Ⅱ）＞
○ 排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の

軽減が見込まれる者について、
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・ 又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。

＜排せつ支援加算（Ⅲ）＞
○ 排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の

軽減が見込まれる者について、
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・ かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。

算定要件等

３-１５． 排せつ支援加算の見直し②
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○ 介護保険施設において、入所者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点
から、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、介護等を行う取組を推進するため、
・ 定期的に全ての入所者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々の過ごし方等につい

てのアセスメントを実施するとともに、
・ 介護支援専門員やその他の介護職員が、日々の生活において適切なケアを実施するための計画を策定し、

日々のケア等を行う取組を評価する加算を創設する。【告示改正】
○ その際、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ること

を求める。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒     自立支援促進加算 300単位／月（新設）

単位数

○ 以下の要件を満たすこと。
イ 医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも六月に

一回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること。
ロ イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護師、介護職員、

介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを
実施していること。

ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
二 イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のため

に必要な情報を活用していること。

算定要件等

３-１６． 寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
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現在作成中

「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（令和３年２月１９日事務連絡）



○ 介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から、基準の見直し等を行う。【省令
改正、告示改正、通知改正】

概要

○ 運営基準（省令）における、事故の発生又は再発を防止するために講じなければならない措置として、以下のとお
り追加

基準

３-１７． 介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化

＜現行＞
イ 事故発生防止のための指針の整備
ロ 事故が発生した場合等における報告と、その分析を

通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備
ハ 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研

修の定期的な実施

＜改定後＞
イ～ハ 変更なし

ニ イからハの措置を適切に実施するための担当者設置
（６ヶ月の経過措置期間を設ける）

⇒

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 安全管理体制未実施減算 ５単位／日 （新設）※６ヶ月の経過措置期間を設ける
なし ⇒ 安全対策体制加算 20単位（入所時に1回）（新設）

単位数

＜安全管理体制未実施減算＞
運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合

＜安全対策体制加算＞
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備さ
れていること。

※ 将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し周知する。

算定要件等

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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一部R3.1.13諮問・答申済
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○ 退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図る観点から、居宅介護支援の退院・退所加算や施設系サー
ビスの退所時の支援に係る加算において求められる退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福
祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等
が参画することを明確化する。【通知改正】

概要

○ 変更なし。
※ 指定居宅介護支援における退院・退所加算

単位数

○ 居宅介護支援における退院・退所加算のカンファレンスの要件について、以下の内容を通知に記載する。
・ 退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを

提供する作業療法士等が参加するもの。

算定要件等

３-１８． 退院・退所時のカンファレンスにおける
福祉用具専門相談員等の参画促進

（Ⅰ）イ ４５０単位 （Ⅰ）ロ ６００単位 （Ⅱ）イ ６００単位 （Ⅱ）ロ ７５０単位 （Ⅲ） ９００単位

関係者からの利用者
に係る必要な情報提
供の回数

１回
（カンファレンス以外
の方法により実施）

１回
（カンファレンス

により実施）

２回以上
（カンファレンス以外
の方法により実施）

２回
（うち１回以上はカン
ファレンスを実施）

２回以上
（うち１回以上はカン
ファレンスを実施）

【居宅介護支援、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
介護医療院】
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〇 人材確保や職員定着の観点から、従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場
合、介護・看護職員の兼務を可能とする。【省令改正】

概要

３-１９． 介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し①

＜現行＞ ＜改定後＞
従来型とユニット型を併設する場合において、 ⇒ 従来型とユニット型を併設する場合において、

介護・看護職員の兼務は認められない。 入所者の処遇に支障がない場合は、介護・看護職員
の兼務を認める。

基準

従来型 ユニット型

従来型 ○ × ⇒ ○

ユニット型 × ⇒ ○ ○

＜特養と特養を併設する場合の介護・看護職員の兼務の可否＞

※ ○は入所者の処遇に支障がない場合にのみ可能。

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

（※）入所者の処遇や職員の負担に配慮する観点から、食事、健康管理、衛生管理、生活相談等における役務の提供や設備の供与が入
所者の身体的、精神的特性を配慮して適切に行われること、労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有給休暇等が適切に確保されて
いることなどの留意点を明示

R3.1.13諮問・答申済
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〇 人材確保や職員定着の観点から、広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護
事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可
能とする。【省令改正】

概要

３-１９． 介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し②

＜現行＞ ＜改定後＞
広域型特養・介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護 ⇒ 広域型特養と小規模多機能型居宅介護が併設
が併設する場合において、介護職員及び管理者の兼務は不可 する場合において、介護職員は入所者の処遇に

支障がない場合に、管理者は管理上支障がない
場合に限り、兼務可能

基準

小規模多機能型居宅介護に併設する
施設・事業所

介護職
員の兼

務

管理者
の兼務

地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型特定施設
認知症対応型共同生活介護事業所
介護療養型医療施設又は介護医療院

○ ○

広域型の特別養護老人ホーム
介護老人保健施設

× ×

（留意事項）
・兼務できる施設・事業所は、「併設する施設・事業所」

小規模多機能型居宅介護に併設する
施設・事業所

介護職
員の兼

務

管理者
の兼務

地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型特定施設
認知症対応型共同生活介護事業所
介護療養型医療施設又は介護医療院

○ ○

広域型の特別養護老人ホーム
介護老人保健施設

○ ○

（留意事項）
・兼務できる施設・事業所は、「併設する施設・事業所」

R3.1.13諮問・答申済

【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護★】
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〇 個室ユニット型施設において、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケアを推進す
る観点から、１ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置す
るよう努めることを求めつつ、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超
えないもの」とする。【省令改正】

概要

３-２０． 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し①

〇 個室ユニット型施設における１ユニットの定員について、以下のとおり見直しを行う。
＜現行＞ ＜改定後＞

おおむね10人以下としなければならない。 ⇒ ・原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないも
のとする。

・当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備す
る場合は、ユニット型施設における夜間及び深夜を含
めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職
員を配置するよう努めるものとする。

基準

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、
短期入所生活介護★、短期入所療養介護★】

R3.1.13諮問・答申済
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〇 ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置す
ることを禁止する。【省令改正、告示改正】

概要

３-２０． 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し②

○ 個室ユニット型施設における居室の基準（省令）について、以下のとおり見直しを行う。

＜現行＞ ＜改定後＞
ユニットに属さない居室を改修したものについては、 廃止

入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室 ⇒
を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じて
いても差し支えない。

○ 算定告示の見直し（ユニット型介護福祉施設における介護福祉施設サービス費の例）
〇ユニット型介護福祉施設サービス費

・ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ） ⇒ ・ユニット型介護福祉施設サービス費

・ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅱ） ⇒ ・経過的ユニット型介護福祉施設サービス費

〇ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費 ⇒ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
・ユニット型経過的小規模介護福祉施設 ⇒ ・経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費

サービス費（Ⅰ） （Ⅰ）

・ユニット型経過的小規模介護福祉施設 ⇒ ・経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
サービス費（Ⅱ） （Ⅱ）

基準等

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、
短期入所生活介護★、短期入所療養介護★】

一部R3.1.13諮問・答申済
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４．短期入所療養介護



77

短期入所療養介護（老健） 基本報酬

○介護老人保健施設（介護予防）短期入所療養介護(Ⅰ)(iii)(多床室)(基本型)

○介護老人保健施設（介護予防）短期入所療養介護(Ⅰ)(iv)(多床室)(在宅強化型)

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞

要支援１ 613単位 610単位 -３単位
要支援２ 768単位 768単位 ±0単位
要介護１ 829単位 827単位 -２単位
要介護２ 877単位 876単位 -１単位
要介護３ 938単位 939単位 +１単位
要介護４ 989単位 991単位 +２単位
要介護５ 1,042単位 1,045単位 +３単位

＜現行＞ ＜改定後＞

要支援１ 660単位 658単位 -２単位
要支援２ 816単位 817単位 +１単位
要介護１ 876単位 875単位 -１単位
要介護２ 950単位 951単位 +１単位
要介護３ 1,012単位 1,014単位 +２単位
要介護４ 1,068単位 1,071単位 +３単位
要介護５ 1,124単位 1,129単位 +５単位

※以下の単位数はすべて１日あたり
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○ 在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、短期入所療
養介護の緊急短期入所受入加算について、短期入所生活介護における同加算と同様に、「７日以
内」とされている受入日数の要件について、「７日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを
得ない事情がある場合には14日以内」とする。【告示改正】

概要

４-１． 緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実

【短期入所療養介護】

＜現行＞ ＜改定後＞
緊急短期入所受入加算 90単位／日 ⇒ 変更なし

単位数

○ 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行っ
た場合は、利用を開始した日から起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等や
むを得ない事情がある場合は、14日）を限度として、１日につき90単位を所定単位数に加算する。

算定要件等 ※追加は下線部
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○ 介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護について、医療ニーズのある利用者の受入の促進や介護老人保
健施設における在宅療養支援機能の推進を図るため、医師が診療計画に基づき必要な診療、検査等を行い、退所
時にかかりつけ医に情報提供を行う総合的な医学的管理を評価する新たな加算を創設する。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
総合医学管理加算 なし ⇒ 275単位／日（新設）

単位数

○ 治療管理を目的とし、以下の基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短
期入所療養介護を行った場合に、７日を限度として１日につき所定単位数を加算。
・ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
・ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること。
・ かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。

算定要件等

４ー２． 短期入所療養介護における医学的管理の評価の充実

【短期入所療養介護★】

※緊急短期入所受入加算との併用は可能
（緊急短期入所受入加算（９０単位/日 最長１４日算定可能））

ポイント！
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○ 通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある
場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービ
ス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一
の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。【通知改正】

この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系サービスについて
は利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対
して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。

概要

通院等乗降介助 ※今回改定後の単位数

単位数

算定要件等

４-３． 訪問介護における通院等乗降介助の見直し

通所系・短期入所系事業所

Ａ病院等 Ｂ病院等

自宅 自宅 自宅

Ａ病院等 Ｂ病院等

自宅 自宅

病院間の算定を可能にす
ることで、効率的な移動
が可能となる。

③

②

①

※①又は③の算定がある場合のみ、
②の算定を可能とする。

病院等

自宅

送迎

①

②

※②の算定がある場合のみ、
①の算定を可能とする。

パ

タ

ー

ン

１

パ

タ

ー
ン

２

現行 見直しイメージ

デイ等・病院間の
算定を可能にすることで、
効率的な移動が可能となる。

送迎

自宅 自宅 自宅 自宅

病院等

送迎

・
車
両
へ
の
乗
降
介
助
等
が
介
護
保
険
の
対
象

・
移
送
に
係
る
運
賃
は
介
護
保
険
の
対
象
外

通所系・短期入所系事業所

99単位／片道

【訪問介護、通所系サービス★、短期入所系サービス★】
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○ 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和２年の地方
分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象
地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。【告示改正】

概要

４-４． 特例居宅介護サービス費による
地域の実情に応じたサービス提供の確保

○サービス確保が困難な離島等の特例

指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これ
らのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

○中山間地域等に対する報酬における評価

訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対
してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価

単位数 要件

① 特別地域加算 15／100

厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥
豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由により
サービスの確保が著しく困難な地域

② 中山間地域等の小規模
事業所加算

10／100
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ②辺地 ③半島振興対策実施地域 ④特定農山村 ⑤過
疎地域

③ 中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供
加算

５ ／100

厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興
山村 ⑥小笠原諸島 ⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養管理指導★、通所介護、地域密着
型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能
型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具貸与★、
居宅介護支援、介護予防支援】
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５．通所リハビリテーション
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○通所リハビリテーション

【例】要介護３、通常規模型の場合
＜現行＞ ＜改定後＞

１時間以上２時間未満 390単位／回 １時間以上２時間未満 426単位／回 +36単位
２時間以上３時間未満 457単位／回 ２時間以上３時間未満 494単位／回 +37単位
３時間以上４時間未満 599単位／回 ３時間以上４時間未満 638単位／回 +39単位
４時間以上５時間未満 684単位／回 ４時間以上５時間未満 725単位／回 +41単位
５時間以上６時間未満 803単位／回 ５時間以上６時間未満 846単位／回 +43単位
６時間以上７時間未満 929単位／回 ６時間以上７時間未満 974単位／回 +45単位
７時間以上８時間未満 993単位／回 ７時間以上８時間未満 1,039単位／回 +46単位

【例】要介護３、大規模の事業所（Ⅱ）の場合
＜現行＞ ＜改定後＞

１時間以上２時間未満 375単位／回 １時間以上２時間未満 411単位／回 +36単位
２時間以上３時間未満 439単位／回 ２時間以上３時間未満 477単位／回 +38単位
３時間以上４時間未満 576単位／回 ３時間以上４時間未満 616単位／回 +40単位
４時間以上５時間未満 648単位／回 ４時間以上５時間未満 689単位／回 +41単位
５時間以上６時間未満 750単位／回 ５時間以上６時間未満 793単位／回 +43単位
６時間以上７時間未満 874単位／回 ６時間以上７時間未満 919単位／回 +45単位
７時間以上８時間未満 927単位／回 ７時間以上８時間未満 973単位／回 +46単位

○介護予防通所リハビリテーション
＜現行＞ ＜改定後＞
要支援１ 1,721単位／月 要支援１ 2,053単位／月 +332単位
要支援２ 3,634単位／月 要支援２ 3,999単位／月 +365単位

単位数

通所リハビリテーション 基本報酬



５-１． 通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

大規模型Ⅰ
751人～
900人以下

要介護1～5
655～
1,142単位

要介護1～5
626～
1,092単位

通常規模型

～750人以下

延べ利用者数

大規模型Ⅱ

901人以上

要介護1～5
604～
1,054単位

単位

（注） 「新型コロナウイルス感染症に
係る介護サービス事業所の人員基
準等の臨時的な取扱いについて
（第12報）」（令和２年６月１日事務
連絡）で示している請求単位数の
特例は、上記の対応が実施される
までの間とする。

（7時間以上８時間未満の場合）

概要・算定要件

＜現行＞ ＜改定後＞
なし → ア 通所介護又は通所リハの大規模型Ⅰについて、現行の通所介護又は通所リハの通常規模型の基本報酬

通所介護又は通所リハの大規模型Ⅱについて、現行の通所介護又は通所リハの大規模型Ⅰ又は通常規模型の基本報酬
イ 基本報酬の100分の３の加算（新設）

単位数

○ 通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス
提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
ア より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利

用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。【通知改正】
イ 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から５％以上減少している場合、３か月間（※

２）、基本報酬の３％の加算を行う（※３）。【告示改正】

現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から５％以上の利用者減に対する適用
にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。

※１ ア・イともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。

※２ 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。

※３ 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。

【通所介護の場合】

同一規模区分内で
減少した場合の加算

○ 利用者減の月の実績が、
前年度の平均延べ利用者数
等から５％以上減少してい
る場合に、基本報酬の３％
の加算を算定可能。

規模区分の変更の特例

○ 利用者減がある場合、前年度の
平均延べ利用者数ではなく、
利用者減の月の実績を基礎とし、
・大規模型Ⅰは通常規模型
・大規模型Ⅱは大規模型Ⅰ
又は通常規模型

を算定可能。

（※）「同一規模区分内で減少した場合の加算」「規模区分の変
更の特例」の両方に該当する場合は、後者を適用。＋3%

＋3%

＋3%

84

【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】
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○ 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下
の見直しを行う。【告示改正】

ア 利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や
医師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員等（以下、「医師等」という。）が訪問により把握した利用
者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行う
ことを評価する新たな区分を設ける。

イ 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、
新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
入浴介助加算 50単位／日 ⇒ 入浴介助加算（Ⅰ） 40単位／日

入浴介助加算（Ⅱ） 60単位／日（新設） ※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可

単位数

＜入浴介助加算（Ⅰ）＞(現行の入浴介助加算と同要件)

○ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。

＜入浴介助加算（Ⅱ）＞(上記の要件に加えて)

○ 医師等が当該利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。こ
の際、当該利用者の居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある
場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修
等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。

○ 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪
問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

○ 上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

算定要件等

５-２． 通所リハビリテーションの入浴介助加算の見直し

【通所リハビリテーション】
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○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進め
る観点から見直しを行う。【通知改正】

概要

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、
リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書（リハビリテーション計画書、栄養ケア計画
書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録）について、重複する記載項目を整理するとともに、それ
ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

算定要件等

５-３．リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進 再掲

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護
★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉
施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、リハビリテーションマネジメント加算につ
いて以下の見直しを行う。
・ 報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）及び介護予防のリ

ハビリテーションマネジメント加算は廃止し、同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を
行う。【告示改正】

・ 訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの評価の整合性を図る観点から、リハビリテーションマネ
ジメント加算（Ⅱ）及び（Ⅲ）の評価の見直しを行う。【告示改正】

・ リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）を廃止。定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテー
ション計画の見直しが要件とされるリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）・（Ⅲ）において、事業所が
CHASE・VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する。【告示改正】

・ CHASE・VISITへの入力負担の軽減やフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、リハ
ビリテーション計画書の項目について、データ提供する場合の必須項目と任意項目を設定する。【通知改正】

・ リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の了
解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする。【通知改正】

概要

５-４． リハビリテーションマネジメント加算の見直し①

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】
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単位数

５-４． リハビリテーションマネジメント加算の見直し②

＜現行＞
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） 330単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）
同意日の属する月から６月以内 850単位／月 ⇒
同意日の属する月から６月超 530単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）
同意日の属する月から６月以内 1,120単位／月 ⇒
同意日の属する月から６月超 800単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）
同意日の属する月から６月以内 1,220単位／月 ⇒
同意日の属する月から６月超 900単位／月

（３月に１回を限度）

（介護予防）
リハビリテーションマネジメント加算 330単位／月 ⇒

＜改定後＞
廃止

リハビリテーションマネジメント加算（A）イ
同意日の属する月から６月以内 560単位／月
同意日の属する月から６月超 240単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ（新設）
同意日の属する月から６月以内 593単位／月
同意日の属する月から６月超 273単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（B）イ
同意日の属する月から６月以内 830単位／月
同意日の属する月から６月超 510単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（B）ロ
同意日の属する月から６月以内 863単位／月
同意日の属する月から６月超 543単位／月

廃止（加算（B）ロに組み替え）

廃止

【通所リハビリテーション】
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【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
○リハビリテーションマネジメント加算の要件について
＜リハビリテーション加算（A）イ＞

・現行のリハビリテーション加算（Ⅱ）と同要件を設定
＜リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ＞

・リハビリテーション加算（A）イの要件に加え、利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生
労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効
な実施のために必要な情報を活用していること。

＜リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）イ＞
・現行のリハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）と同要件を設定

＜リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）ロ＞
・現行のリハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）と同要件を設定

○ CHASE・VISITへのデータ提供の内容について
CHASE・VISITへの入力負担の軽減及びフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、

リハビリテーション計画書の項目について、データ提出する場合の必須項目と任意項目を設定。

○リハビリテーション会議の開催について
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の

了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする。

算定要件等

５-４． リハビリテーションマネジメント加算の見直し③
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訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の見直しイメージ

＜現行＞

算
定
要
件

加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ） 加算（Ⅳ）

＜改定後＞

加算（A）イ 加算（A）ロ

廃止
基本報酬の要件化
（赤枠部分）

加算（B）イ 加算（B）ロ

・PT、OT又はSTが利用者等に説
明・同意を得る。医師へ報告

・国への提出＆フィードバック

・医師が利用者等に説明・同意を得る

【リハビリテーション会議】
会議を開催し、利用者の状況等を構成員と共有。会議内容を記録

【リハビリテーション計画】

・進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ見直しを実施

【医師の指示】
・医師がリハビリテーションの詳細な指示を実施。指示の内容を記録

【情報連携】
・PT、OT又はSTが、ケアマネを通じ、他の事業所に、介護の工夫等の情報を伝達

リハビリテーション計画の
国への提出＆フィードバック

なし あり

→ 改定により、ICT等での参加を可能に

廃止
（

加算（B）ロに
組み替え

リハビリテーション計画の
国への提出＆フィードバック

なし あり

同意日の属する月から６月以内 560単位／月
同意日の属する月から６月超 240単位／月

593単位／月
273単位／月

830単位／月
510単位／月

863単位／月
543単位／月
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○ 生活行為向上リハビリテーション実施加算について、廃用症候群や急性増悪等によって生活機能が低下した利
用者に対する、適時適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から、事業所の加算を取得しない理由
等も踏まえ、見直しを行う。【告示改正】

概要

【通所リハビリテーション】
＜現行＞ ＜改定後＞

３月以内 2,000単位／月 ⇒ ６月以内 1,250単位／月
３月超、６月以内 1,000単位／月

※ 当該加算によるリハビリテーションを終えた後に継続する場合、 ⇒ 廃止
当該翌月から６月以内の間所定単位数を15／100減算

【介護予防通所リハビリテーション】
＜現行＞ ＜改定後＞

３月以内 900単位／月 ⇒ ６月以内 562単位／月
３月超、６月以内 450単位／月

※ 当該加算によるリハビリテーションを終えた後に継続する場合、 ⇒ 廃止
当該翌月から６月以内の間所定単位数を15／100減算

単位数

５-５． 生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し①

【通所リハビリテーション★】
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○ 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験を有する作業療法士、生活行為の内容の充実を図る
ための研修を修了した理学療法士、言語聴覚士が配置されていること

○ 生活行為の内容の充実を図るための目標や、目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所等が
記載されたリハビリテーション実施計画を定めて、リハビリテーションを提供すること。

○ 当該計画で定めたリハビリテーションの実施期間中及びリハビリテーションの提供終了日前１月以内にリハ
ビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること。

○ リハビリテーションマネジメント加算（A)・（B)のいずれかを算定していること（通所リハビリテーション
のみ）。

○ 指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね１月に１回以上実施すること（新規）。

算定要件等

５-５． 生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し②

リハビリテーションマネジメント

生活行為向上
リハビリテーション

基本報酬

利用開始日 ３月 ６月 12月

基本報酬

生活行為向上リハビリテーション減算

リハビリテーションマネジメント

生活行為向上
リハビリテーション

利用開始日 ３月 ６月 12月

【生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し（イメージ）】

①減算の廃止

②単位数を単一に

【現行】 【改定後】

※下線部が見直し箇所
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○ 業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リ
ハビリテーション計画書の固有の項目について、整理簡素化を図る。

概要

○ リハビリテーション計画書及び個別機能訓練計画書の様式を見直す。

算定要件等

５-６． リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し

共通部分 共通部分

（項目例） 本人・家族の希望 （項目例） 本人・家族の希望

原因疾患 原因疾患

合併疾患 合併疾患

基本動作 基本動作

ADL/IADL ADL/IADL

社会参加の状況 社会参加の状況

リハビリの目標 リハビリの目標

サービス内容 サービス内容

固有部分

（項目例） 将来の見込み

サービス提供中の具
体的対応

社会参加支援評価

リハビリテーション計画書 個別機能訓練計画書

様
式
の
共
通
化

整
理

＜見直しのイメージ＞

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★】
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○ 通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、
見直しを行う。【告示改正、通知改正】

概要

単位数

５-７． 通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 栄養アセスメント加算 50単位／月（新設）

栄養改善加算 150単位／回 ⇒ 栄養改善加算 200単位／回 （※原則3月以内、月2回を限度）

※ 通所系サービスに加え看護小規模多機能型居宅介護も対象とする

＜栄養アセスメント加算＞ ※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）及び栄養改善加算との併算定は不可

○ 当該事業所の従業者として又は外部（※）との連携により管理栄養士を１名以上配置していること

○ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメン
トを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること

○ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管
理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。

ただし、介護保険施設については、常勤で１以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置して
いる施設に限る。

＜栄養改善加算＞
○ 栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。

算定要件等

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、看護小規模多機能型居宅介護】
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○ 通所・居住系等のサービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口
腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評
価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。【告示改正】

○ 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・
ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
栄養スクリーニング加算 ５単位／回 ⇒ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）20単位／回（新設）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）５単位／回（新設）（※6月に1回を限度）

口腔機能向上加算 150単位／回 ⇒ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 150単位／回（現行の口腔機能向上加算と同様）

口腔機能向上加算（Ⅱ） 160単位／回（新設）（※原則３月以内、月２回を限度）

（※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可）

単位数

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）＞
○ 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態につい

て確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び

口腔機能向上加算との併算定不可）

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）＞

○ 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確
認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔

機能向上加算を算定しており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可能）

＜口腔機能向上加算（Ⅱ）＞

○ 口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向
上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して
いること

算定要件等

５-８． 通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実
【通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅
介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★】
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口腔機能
向上加算

（Ⅰ）

１５０単
位／回

（原則３月以
内、月２回を

限度）

口腔機能
向上加算

（Ⅱ）

１６０単
位／回
LIFE（原則３

月以内、月２
回を限度）

口腔・
栄養ス
クリーニ

ング
（Ⅰ）

２０単位
／回

（６月に１回
を限度） 栄養アセ

スメント
加算

５０単位
／月
LIFE

栄養改善
加算

２００単位
／回

（原則３月以内、
月２回を限度）

併算不可
併算不可

併算不可

※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）は、栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算を算定しており、（Ⅰ）を算定できない場合の算定可能

口腔・
栄養ス
クリーニ

ング
（Ⅰ）

２０単位
／回

（６月に１回
を限度）

口腔・
栄養ス
クリーニ
ング加
算（Ⅱ）

５単位
／回

（６月に１回
を限度）

口腔・
栄養ス
クリーニ
ング加
算（Ⅱ）

５単位
／回

（６月に１回
を限度）

口腔・栄養関連の加算について 2021.2.22時点
全老健作成

口腔関連 栄養関連

併算不可

併算不可

併算不可

併算不可
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○ 社会参加支援加算について、算定要件である「社会参加への移行状況」の達成状況等を踏まえ、利用者に対す
る適時・適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から見直しを行う。【告示改正】

概要

算定要件等

５-９． 社会参加支援加算の見直し

○ 加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」とする。
○ 以下を要件とする。（下線部が見直し箇所）
【訪問リハビリテーション】（現行と同様）

・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の５を
超えていること。

・リハビリテーションの利用の回転率

【通所リハビリテーション】
・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の３を

超えていること。
・リハビリテーションの利用の回転率

【訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション共通】
・評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテー

ション終了者に対して、電話等により、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること。
・リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション

計画書を移行先の事業所へ提供すること。

12月

平均利用延月数
≧ 27％ であること。

12月

平均利用延月数
≧ 25％ であること。

＜現行＞ ＜改定後＞
【訪問リハビリテーション】 社会参加支援加算 17単位／日 ⇒ 移行支援加算（※単位数は変更なし）
【通所リハビリテーション】 社会参加支援加算 12単位／日 ⇒ 移行支援加算（※単位数は変更なし）

単位数

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
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○ 近年の受給者数や利用期間及び利用者のADL等を踏まえ、適切なサービス提供とする観点から、介護予防サー
ビスにおけるリハビリテーションについて、利用開始から一定期間が経過した後の評価の見直しを行う。【告示
改正】

概要

【介護予防訪問リハビリテーション】
＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ 利用開始日の属する月から12月超
５単位／回減算（新設）

【介護予防通所リハビリテーション】
＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ 利用開始日の属する月から12月超
要支援１の場合 20単位／月減算（新設）
要支援２の場合 40単位／月減算（新設）

単位数

５-１０． 長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化

【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】
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○ 訪問系サービスの同一建物減算適用時の区分支給限度基準額に関する取扱いを参考に、通所系サービス、多機
能系サービスについて、以下の対応を行う。
＜同一建物減算等＞
・ 通所系サービス、多機能系サービスの同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理に

ついては、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前（同一建物に居住する者以
外の者に対して行う場合）の単位数を用いることとする。【告示改正】

＜規模別の基本報酬＞
・ 通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通

常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとする。【告示改正】

概要

５-１２． 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の
計算方法の適正化

【通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、
看護小規模多機能型居宅介護】

（参考）【平成30年度介護報酬改定】集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給限度基準額の計算方法の見直し等
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６．訪問リハビリテーション
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訪問リハビリテーション 基本報酬

単位数

○訪問リハビリテーション
＜現行＞ ＜改定後＞
基本報酬 292単位／回 基本報酬 307単位／回 +15単位

〇介護予防訪問リハビリテーション
＜現行＞ ＜改定後＞
基本報酬 292単位／回 基本報酬 307単位／回 +15単位

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合
＜現行＞ ＜改定後＞
20単位／回減算 ⇒ 50単位／回減算

単位数

○指定訪問看護ステーションの場合
＜現行＞ ＜改定後＞ ＜現行＞ ＜改定後＞

理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士の場合 297単位 293単位 287単位 283単位

※１日３回以上の場合は90/100 ※１日３回以上の場合は50/100

訪問看護 介護予防訪問看護

単位数

※ポイント！ 訪問看護ステーションにおいて、リハビリ専門職が訪問する場合の単位が下がっている。
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○ 訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成にあたって事業所医師が診療せずに「適切
な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療等した場合に適正化（減算）した単位数で評価を行う診療未実施
減算について、事業所の医師の関与を進める観点から、以下の見直しを行う。【告示、通知改正】
・ 事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和３年３月31日までとされている適用猶

予措置期間を３年間延長する。
・ 未実施減算の単位数の見直しを行う。

概要

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合
＜現行＞ ＜改定後＞
20単位／回減算 ⇒ 50単位／回減算

単位数

○ 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合には、例外として以下を要件と
し、訪問リハビリテーションを提供できることとされているが、要件にある「適切な研修の修了等」について、
適用猶予措置期間を令和６年３月31日まで延長。
・指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的

な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、
当該利用者に関する情報の提供を受けていること

・当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。
・当該情報の提供を受けた指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、リハ

ビリテーション計画を作成すること。

算定要件等

６-１． 事業所医師が診療しない場合の減算（未実施減算）の強化

【訪問リハビリテーション★】
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○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進め
る観点から見直しを行う。【通知改正】

概要

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、
リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書（リハビリテーション計画書、栄養ケア計画
書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録）について、重複する記載項目を整理するとともに、それ
ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

算定要件等

６-２．リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進 再掲

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護
★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉
施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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６ー３． リハビリテーションマネジメント加算の見直し

単位数

【訪問リハビリテーション】

＜現行＞

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） 230単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ） 280単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ） 320単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ） 420単位／月 ⇒

（介護予防）
リハビリテーションマネジメント加算 230単位／月 ⇒

＜改定後＞

廃止

リハビリテーションマネジメント加算（A）イ
180単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ
213単位／月（新設）

リハビリテーションマネジメント加算（B）イ
450単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（B）ロ
483単位／月

廃止（加算（B）ロに組み替え）

廃止
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○ １週に６回を限度として算定が認められる訪問リハビリテーションについて、退院・退所直後のリハビリテー
ションの充実を図る観点から、退院・退所の日から起算して３月以内の利用者に対して週12回まで算定を可能と
する。【通知改正】

概要

○ 退院（所）の日から起算して３月以内の利用者に対し医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う
場合は、週12回まで算定できる。

算定要件等

６-４． 退院・退所直後のリハビリテーションの充実

【訪問リハビリテーション★】
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○ 社会参加支援加算について、算定要件である「社会参加への移行状況」の達成状況等を踏まえ、利用者に対す
る適時・適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から見直しを行う。【告示改正】

概要

算定要件等

６-６． 社会参加支援加算の見直し 再掲

○ 加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」とする。
○ 以下を要件とする。（下線部が見直し箇所）
【訪問リハビリテーション】（現行と同様）

・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の５を
超えていること。

・リハビリテーションの利用の回転率

【通所リハビリテーション】
・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の３を

超えていること。
・リハビリテーションの利用の回転率

【訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション共通】
・評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテー

ション終了者に対して、電話等により、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること。
・リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション

計画書を移行先の事業所へ提供すること。

12月

平均利用延月数
≧ 27％ であること。

12月

平均利用延月数
≧ 25％ であること。

＜現行＞ ＜改定後＞
【訪問リハビリテーション】 社会参加支援加算 17単位／日 ⇒ 移行支援加算（※単位数は変更なし）
【通所リハビリテーション】 社会参加支援加算 12単位／日 ⇒ 移行支援加算（※単位数は変更なし）

単位数

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
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○ 近年の受給者数や利用期間及び利用者のADL等を踏まえ、適切なサービス提供とする観点から、介護予防サー
ビスにおけるリハビリテーションについて、利用開始から一定期間が経過した後の評価の見直しを行う。【告示
改正】

概要

【介護予防訪問リハビリテーション】
＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ 利用開始日の属する月から12月超
５単位／回減算（新設）

【介護予防通所リハビリテーション】
＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ 利用開始日の属する月から12月超
要支援１の場合 20単位／月減算（新設）
要支援２の場合 40単位／月減算（新設）

単位数

６-７． 長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化

【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】



108

７．サービス提供体制加算
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
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○ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介
護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。

・ 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進
されるように見直しを行うこと。【通知改正】
ｰ 職員の新規採用や定着促進に資する取組
ｰ 職員のキャリアアップに資する取組
ｰ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
ｰ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
ｰ 生産性の向上につながる取組
ｰ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

・ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。【告示改正】

概要

７ー１． 処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図
りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用し
やすい仕組みとする観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
・ 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「２分の１を上回ら

ないこと」とするルールは維持した上で、
・ 「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、

「より高くすること」とする。

概要

７－２． 介護職員等特定処遇改善加算の見直し

平均賃上げ額が

Ａ ＞ Ｂ
１ ： 0.5以下

改定後

B
他の

介護職員

A

C
その他の

職種

経
験
・技
能
の

あ
る
介
護
職
員

平均賃上げ額が

２以上 ： １ ： 0.5以下

B
他の

介護職員

A

現行

C
その他の

職種

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見
直しを行う。【告示改正】

概要

単位数・算定要件等

７ー３． サービス提供体制強化加算の見直し

（注１）表中、複数の単位が設定されているものについては、いずれか１つのみを算定することができる。
（注２）介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める７年（一部３年）

以上勤続職員の割合」である。

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対
応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、
地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介
護医療院】

資格・勤続年数要件

単位数

加算Ⅰ（新たな最上位区分） 加算Ⅱ（改正前の加算Ⅰイ相当）
加算Ⅲ（改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ

相当）

訪問リハビリテーション ― ―
（イ） 勤続7年以上の者が1人以上
（ロ） 勤続3年以上の者が1人以上

（訪看・訪リハ） （療養通所）
（イ）6単位/回 （イ）48単位/月
（ロ）3単位/回 （ロ）24単位/月

通所介護、通所リハビリテーション
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士50%以上
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上

（予防通リハ以外）
Ⅰ  22単位/回（日） （新設）
Ⅱ  18単位/回（日）
Ⅲ    6単位/回（日）

（予防通リハ）
Ⅰ 176単位/月
Ⅱ 144単位/月
Ⅲ    48単位/月

短期入所生活介護、短期入所療養
介護
介護老人福祉施設※
地域密着型介護老人福祉施設※
介護老人保健施設※
介護医療院※
介護療養型医療施設※

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士80%以上
②勤続10年以上介護福祉士35％以上
※印のサービスは、上記に加え、サービス

の質の向上に資する取組を実施している
こと。

介護福祉士60%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上

② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上
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サービス提供体制強化加算 （21.3.23 介護保険最新情報Vol.69）

参考

サービス提供体制強化加算 （30.8.6 介護保険最新情報Vol.675）
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○ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。そ
の際、令和３年３月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、１年の経過措置期間を設け
ることとする。【告示改正】

概要

７ー４． 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止

＜キャリアパス要件＞
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

＜職場環境等要件＞
〇 賃金改善を除く、職場環境等の改善

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

取
得
要
件

処
遇
改
善
加
算
の
区
分

取得率

加算（Ⅰ）
月額3.7万円相当

H29年度
＋１万円相当

加算（Ⅱ）
月額2.7万円相当

H27年度
＋1.2万円相当

加算（Ⅲ）
月額1.5万円相当 加算（Ⅳ）

加算（Ⅲ）×0.9 加算（Ⅴ）
加算（Ⅲ）×0.8

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

①＋②＋③ ①＋② ① or ② ① or ②

＋ ＋ ＋ or

職場環境等要件

79.5％ 7.2％ 5.4％ 0.２％ 0.３％

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

廃止
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８．特例的な評価
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○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和３年９月末
までの間、基本報酬に0.1％上乗せする。

概要

８． 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
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９．届け出・記録・利用者への説明等について



117

○ 運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等（利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除

く）について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。【省令改正、告示改正、通知改正】

・ 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を
参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

・ 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活
用しての実施を認める。

概要

９ー１． 会議や多職種連携におけるICTの活用

【全サービス★】

９－２． 利用者への説明・同意等に係る見直し

○ 利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重
要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。【省令改正、通知改正】
ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。
イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するととも

に、様式例から押印欄を削除する。

概要 【全サービス★】
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○ 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、運営規程や重要事項説
明書に記載する従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程にお
ける「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年１回で足りることを明確化する。
【通知改正】

概要

９ー３． 員数の記載や変更届出の明確化

【全サービス★】

９－４． 記録の保存等に係る見直し

○ 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、介護サービス事業者に
おける諸記録の保存、交付等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を原則認めるこ
ととし、その範囲を明確化する。【省令改正】

○ 記録の保存期間について、他の制度の取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。

概要 【全サービス★】

R3.1.13諮問・答申済

９ー５． 運営規程等の掲示に係る見直し

○ 介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、運営規程等の重要事項について、
事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。【省令改正】

概要 【全サービス★】

R3.1.13諮問・答申済
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１０．基準費用額
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○ 介護保険施設における食費の基準費用額について、令和２年度介護事業経営実態調査結果から算出した介護保
険施設の食費の平均的な費用の額との差の状況を踏まえ、利用者負担への影響も勘案しつつ、必要な対応を行う。
【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞※令和３年８月施行

１，３９２円／日 ⇒ １，４４５円／日（＋５３円）

基準費用額（食費）（日額）

１０． 基準費用額の見直し

負
担
軽
減
の
対
象
と
な
る
者

※ 平成28年８月以降は、非課税年金も含む。

利用者負担段階 主な対象者

第1段階
・生活保護受給者
・世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）全員が市
町村民税非課税である老齢福祉年金受給者

かつ、預貯金
等が単身で
1,000万円
（夫婦で
2,000万円）
以下

第2段階
・世帯全員が市町村民税非課税であって、
年金収入金額（※）＋合計所得金額が80万円以下

第3段階 ・世帯全員が市町村民税非課税であって、第２段階該当者以外

第4段階
・世帯に課税者がいる者
・市町村民税本人課税者

負担限度額
（利用者負担）

補足給付 基
準
費
用
額

基準額
⇒食費・居住費の提供に必要な額
補足給付
⇒基準費用額から負担限度額を除いた額

基準費用額

（日額（月額））

負担限度額 （日額（月額））

第１段階 第２段階 第３段階

食費 1,392円 （4.2万円） 300円 （0.9万円） 390円 （1.2万円） 650円 （2.0万円）

《参考：現行の基準費用額（食費のみ）》

《参考：現行の仕組み》 ※ 利用者負担段階については、令和３年８月から見直し予定

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活
介護★、短期入所療養介護★】
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4.2% 3.8% 4.6% 4.2% 4.3% 4.9%

17.6% 15.6% 16.4% 17.7% 19.2%
24.3%

34.9%
34.5% 34.3% 35.1% 34.9%

41.3%

43.3% 46.0% 44.7% 43.0% 41.6%

29.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

全国平均 超強化型 強化型 加算型 基本型 その他型

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

補足給付対象

56.7％

利用者負担段階の割合（施設類型別）

【利用者負担段階】

※全老健調査：２０１９年介護老人保健施設の現状と地域特性等に関する調査より
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１１．地域区分
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概要

１１． 地域区分

【原則】公務員（国家・地方）の地域手当の設定に準拠する。
【特例】①又は②の場合は、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。【告示改正】

① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合
※ 低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能

② 公務員の地域手当の設定がない(０％)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が複数隣接し
ており、かつ、その中に４級地以上の級地差がある地域が含まれている場合
※ 引き下げは、地域手当の設定がある地域も可能
※ 同一都道府県内で隣接する地域の状況に基づき判断

※ 平成27年度に設けられた経過措置（保険者の判断により、平成27年度～29年度の地域区分の設定値から最終的な設定値までの範囲内で
設定可能とするもの）は、令和５年度末まで延長

【①に該当する事例】

○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能

→ ６％又は10％を選択可

３％

１０％１６％

１２％１２％

【②に該当する事例】

○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能

→ ３％を選択可

(その他)

０％

３％
(４級地)

１２％

０％６％

４級地差
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（別紙）令和３年度から令和５年度までの間の地域区分の適用地域 自治体 ： 1,741（R2.11.1現在）

上乗せ割合
地域 東京都 東京都 埼玉県 茨城県 茨城県 宮城県 東京都 大阪府 北海道 新潟県 愛知県 奈良県 その他の地域

特別区 町田市 さいたま市 牛久市 水戸市 仙台市 武蔵村山市 岸和田市 札幌市 新潟市 豊橋市 天理市
狛江市 千葉県 埼玉県 日立市 多賀城市(他) 羽村市 泉大津市 茨城県 富山県 一宮市 橿原市
多摩市 千葉市 朝霞市 龍ケ崎市 茨城県 ※ 瑞穂町(7) 貝塚市 結城市 富山市 半田市 桜井市

神奈川県 東京都 志木市(5) 取手市 土浦市 奥多摩町 泉佐野市 下妻市 石川県 豊川市 御所市
横浜市 八王子市 和光市(5) つくば市 古河市 ※ 檜原村(7) 富田林市 常総市 金沢市 蒲郡市 香芝市
川崎市 武蔵野市 千葉県 守谷市 利根町 神奈川県 河内長野市 笠間市 内灘町 犬山市 葛城市

大阪府 三鷹市 船橋市 埼玉県 栃木県 三浦市 和泉市 ひたちなか市 福井県 常滑市 宇陀市
大阪市 青梅市 成田市 新座市 宇都宮市 秦野市 柏原市 那珂市 福井市 江南市 山添村

府中市 習志野市 ふじみ野市 下野市 葉山町 羽曳野市 筑西市 山梨県 小牧市 平群町
調布市 浦安市 千葉県 野木町 大磯町 藤井寺市 坂東市 甲府市 新城市 三郷町
小金井市 東京都 市川市 群馬県 二宮町 泉南市 稲敷市 長野県 東海市 斑鳩町
小平市 立川市 松戸市 高崎市 清川村 大阪狭山市 つくばみらい市 長野市 大府市 安堵町
日野市 昭島市 佐倉市 埼玉県 岐阜県 阪南市 大洗町 松本市 知多市 川西町
東村山市(4) 東大和市 市原市 川越市 岐阜市 島本町 阿見町 塩尻市 尾張旭市 三宅町
国分寺市 神奈川県 八千代市 川口市 静岡県 豊能町 河内町 岐阜県 高浜市 田原本町
国立市 相模原市 四街道市 行田市 静岡市 能勢町 八千代町 大垣市 岩倉市 曽爾村
清瀬市(4) 藤沢市 印西市 所沢市 愛知県 忠岡町 五霞町 多治見市 田原市 明日香村

※ 東久留米市(5) 逗子市 ※ 栄町(6) 飯能市(7) 岡崎市 熊取町 境町 各務原市 大口町 上牧町
稲城市 厚木市 東京都 加須市 瀬戸市(7) 田尻町 栃木県 可児市 扶桑町 王寺町
西東京市 海老名市(5) 福生市(6) 東松山市 春日井市 岬町 栃木市 静岡県 阿久比町 広陵町

神奈川県 愛知県 あきる野市 春日部市 津島市 太子町 鹿沼市 浜松市 東浦町 河合町
鎌倉市 刈谷市(5) 日の出町 狭山市 碧南市 河南町 日光市 沼津市 幸田町 岡山県

愛知県 豊田市(5) 神奈川県 羽生市 安城市 千早赤阪村 小山市 三島市 設楽町 岡山市
名古屋市 大阪府 横須賀市 鴻巣市 西尾市 兵庫県 真岡市 富士宮市 東栄町 広島県

大阪府 豊中市 平塚市 上尾市 稲沢市 明石市 大田原市 島田市 豊根村 東広島市
守口市 池田市 小田原市 草加市 知立市 猪名川町 さくら市 富士市 三重県 廿日市市
大東市 吹田市 茅ヶ崎市 越谷市 豊明市 奈良県 壬生町 磐田市 名張市 海田町
門真市 高槻市 大和市 蕨市 日進市 奈良市 群馬県 焼津市 いなべ市 坂町
四條畷市 寝屋川市 伊勢原市 戸田市 愛西市 大和高田市 前橋市 掛川市 伊賀市 山口県

兵庫県 箕面市 座間市 入間市 清須市(7) 大和郡山市 伊勢崎市 藤枝市 木曽岬町 周南市
西宮市 兵庫県 綾瀬市 桶川市 北名古屋市 生駒市 太田市 御殿場市 東員町 徳島県
芦屋市 神戸市 寒川町 久喜市 弥富市 和歌山県 渋川市 袋井市 菰野町 徳島市
宝塚市 愛川町 北本市 あま市 和歌山市 玉村町 裾野市 朝日町 香川県

愛知県 八潮市 長久手市 橋本市 埼玉県 函南町 川越町 高松市
みよし市(6) 富士見市 東郷町 福岡県 熊谷市 清水町 滋賀県 福岡県

滋賀県 三郷市 大治町 大野城市 深谷市 長泉町 長浜市 北九州市
大津市 蓮田市 蟹江町 太宰府市 日高市 小山町 野洲市 飯塚市
草津市 坂戸市 豊山町(7) 福津市 毛呂山町 川根本町 湖南市 筑紫野市
栗東市(6) 幸手市 飛島村(7) 糸島市 越生町 森町 ※ 高島市(他) 古賀市

京都府 鶴ヶ島市 三重県 那珂川市 滑川町 東近江市 長崎県
京都市 吉川市 津市 粕屋町 川島町 ※ 日野町(他) 長崎市

大阪府 白岡市 四日市市 吉見町 京都府
堺市 伊奈町 桑名市 鳩山町 城陽市
枚方市 三芳町 鈴鹿市 寄居町 大山崎町
茨木市 宮代町 亀山市 千葉県 久御山町
八尾市 杉戸町 滋賀県 木更津市 兵庫県
松原市 松伏町 彦根市 東金市 姫路市
摂津市 千葉県 守山市 君津市 加古川市
高石市 野田市 甲賀市 富津市 三木市
東大阪市 茂原市 京都府 八街市 高砂市
交野市 柏市 宇治市 ※※ 富里市(他) 稲美町

兵庫県 流山市 亀岡市 山武市 播磨町
尼崎市 我孫子市 向日市 大網白里市
伊丹市 鎌ケ谷市 長岡京市 長柄町
川西市 袖ケ浦市 八幡市 長南町
三田市 白井市 京田辺市 神奈川県

広島県 酒々井町 木津川市 ※※ 山北町(他)
広島市 精華町 箱根町
府中町

福岡県
福岡市
春日市（6）

地域数 166（169）

※　この表に掲げる名称は、令和3年4月1日においてそれらの名称を有する市、町、村又は特別区の同日における区域によって示された地域
※　赤字は、級地の変更がある市町村。（※なし：経過措置適用、※：完全囲まれルール適用、※※：4級地差ルール適用）
※　括弧内は、現行（平成30年度から令和2年度までの間）の級地

1303（1308）23 6 27（24） 25（22） 51（52） 140（137）

７級地 その他
20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 0%

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地

（別紙）令和３年度から令和５年度までの間の地域区分の適用地域（案） 自治体 ： 1,741（R2.11.1現在）

上乗せ割合
地域 東京都 東京都 埼玉県 茨城県 茨城県 宮城県 東京都 大阪府 北海道 新潟県 愛知県 奈良県 その他の地域

特別区 町田市 さいたま市 牛久市 水戸市 仙台市 武蔵村山市 岸和田市 札幌市 新潟市 豊橋市 天理市
狛江市 千葉県 埼玉県 日立市 多賀城市(他) 羽村市 泉大津市 茨城県 富山県 一宮市 橿原市
多摩市 千葉市 朝霞市 龍ケ崎市 茨城県 ※ 瑞穂町(7) 貝塚市 結城市 富山市 半田市 桜井市

神奈川県 東京都 志木市(5) 取手市 土浦市 奥多摩町 泉佐野市 下妻市 石川県 豊川市 御所市
横浜市 八王子市 和光市(5) つくば市 古河市 ※ 檜原村(7) 富田林市 常総市 金沢市 蒲郡市 香芝市
川崎市 武蔵野市 千葉県 守谷市 利根町 神奈川県 河内長野市 笠間市 内灘町 犬山市 葛城市

大阪府 三鷹市 船橋市 埼玉県 栃木県 三浦市 和泉市 ひたちなか市 福井県 常滑市 宇陀市
大阪市 青梅市 成田市 新座市 宇都宮市 秦野市 柏原市 那珂市 福井市 江南市 山添村

府中市 習志野市 ふじみ野市 下野市 葉山町 羽曳野市 筑西市 山梨県 小牧市 平群町
調布市 浦安市 千葉県 野木町 大磯町 藤井寺市 坂東市 甲府市 新城市 三郷町
小金井市 東京都 市川市 群馬県 二宮町 泉南市 稲敷市 長野県 東海市 斑鳩町
小平市 立川市 松戸市 高崎市 清川村 大阪狭山市 つくばみらい市 長野市 大府市 安堵町
日野市 昭島市 佐倉市 埼玉県 岐阜県 阪南市 大洗町 松本市 知多市 川西町
東村山市(4) 東大和市 市原市 川越市 岐阜市 島本町 阿見町 塩尻市 尾張旭市 三宅町
国分寺市 神奈川県 八千代市 川口市 静岡県 豊能町 河内町 岐阜県 高浜市 田原本町
国立市 相模原市 四街道市 行田市 静岡市 能勢町 八千代町 大垣市 岩倉市 曽爾村
清瀬市(4) 藤沢市 印西市 所沢市 愛知県 忠岡町 五霞町 多治見市 田原市 明日香村

※ 東久留米市(5) 逗子市 ※ 栄町(6) 飯能市(7) 岡崎市 熊取町 境町 各務原市 大口町 上牧町
稲城市 厚木市 東京都 加須市 瀬戸市(7) 田尻町 栃木県 可児市 扶桑町 王寺町
西東京市 海老名市(5) 福生市(6) 東松山市 春日井市 岬町 栃木市 静岡県 阿久比町 広陵町

神奈川県 愛知県 あきる野市 春日部市 津島市 太子町 鹿沼市 浜松市 東浦町 河合町
鎌倉市 刈谷市(5) 日の出町 狭山市 碧南市 河南町 日光市 沼津市 幸田町 岡山県

愛知県 豊田市(5) 神奈川県 羽生市 安城市 千早赤阪村 小山市 三島市 設楽町 岡山市
名古屋市 大阪府 横須賀市 鴻巣市 西尾市 兵庫県 真岡市 富士宮市 東栄町 広島県

大阪府 豊中市 平塚市 上尾市 稲沢市 明石市 大田原市 島田市 豊根村 東広島市
守口市 池田市 小田原市 草加市 知立市 猪名川町 さくら市 富士市 三重県 廿日市市
大東市 吹田市 茅ヶ崎市 越谷市 豊明市 奈良県 壬生町 磐田市 名張市 海田町
門真市 高槻市 大和市 蕨市 日進市 奈良市 群馬県 焼津市 いなべ市 坂町
四條畷市 寝屋川市 伊勢原市 戸田市 愛西市 大和高田市 前橋市 掛川市 伊賀市 山口県

兵庫県 箕面市 座間市 入間市 清須市(7) 大和郡山市 伊勢崎市 藤枝市 木曽岬町 周南市
西宮市 兵庫県 綾瀬市 桶川市 北名古屋市 生駒市 太田市 御殿場市 東員町 徳島県
芦屋市 神戸市 寒川町 久喜市 弥富市 和歌山県 渋川市 袋井市 菰野町 徳島市
宝塚市 愛川町 北本市 あま市 和歌山市 玉村町 裾野市 朝日町 香川県

愛知県 八潮市 長久手市 橋本市 埼玉県 函南町 川越町 高松市
みよし市(6) 富士見市 東郷町 福岡県 熊谷市 清水町 滋賀県 福岡県

滋賀県 三郷市 大治町 大野城市 深谷市 長泉町 長浜市 北九州市
大津市 蓮田市 蟹江町 太宰府市 日高市 小山町 野洲市 飯塚市
草津市 坂戸市 豊山町(7) 福津市 毛呂山町 川根本町 湖南市 筑紫野市
栗東市(6) 幸手市 飛島村(7) 糸島市 越生町 森町 ※ 高島市(他) 古賀市

京都府 鶴ヶ島市 三重県 那珂川市 滑川町 東近江市 長崎県
京都市 吉川市 津市 粕屋町 川島町 ※ 日野町(他) 長崎市

大阪府 白岡市 四日市市 吉見町 京都府
堺市 伊奈町 桑名市 鳩山町 城陽市
枚方市 三芳町 鈴鹿市 寄居町 大山崎町
茨木市 宮代町 亀山市 千葉県 久御山町
八尾市 杉戸町 滋賀県 木更津市 兵庫県
松原市 松伏町 彦根市 東金市 姫路市
摂津市 千葉県 守山市 君津市 加古川市
高石市 野田市 甲賀市 富津市 三木市
東大阪市 茂原市 京都府 八街市 高砂市
交野市 柏市 宇治市 ※※ 富里市(他) 稲美町

兵庫県 流山市 亀岡市 山武市 播磨町
尼崎市 我孫子市 向日市 大網白里市
伊丹市 鎌ケ谷市 長岡京市 長柄町
川西市 袖ケ浦市 八幡市 長南町
三田市 白井市 京田辺市 神奈川県

広島県 酒々井町 木津川市 ※※ 山北町(他)
広島市 精華町 箱根町
府中町

福岡県
福岡市
春日市（6）

地域数 166（169）

※　この表に掲げる名称は、令和2年11月1日においてそれらの名称を有する市、町、村又は特別区の同日における区域によって示された地域
※　赤字は、級地の変更がある市町村。（※なし：経過措置適用、※：完全囲まれルール適用、※※：4級地差ルール適用）
※　括弧内は、現行（平成30年度から令和2年度までの間）の級地

７級地 その他
20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 0%

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地

1303（1308）23 6 27（24） 25（22） 51（52） 140（137）



１２．まとめ

126



まとめ

・確実にプラス改定を実感するためには、準備・整備が必要

①LIFE対応のための施設のICT化等環境整備

②運営基準等に盛り込まれた人員配置・追加規程等を準備

③見直された加算要件の確認・追加要件の対応準備・整備
127

（プラス要因）
・基本報酬の単位アップ（１３～１６単位アップ）
・基準費用額５３円/日アップ

（老健における補足給付対象者約５～６割⇒平均２～３単位相当アップ）
・新設加算の算定（LIFE関連加算の算定）
・要件が見直された加算の算定

（マイナス要因）
・運営基準に一部要件が盛り込まれた加算や盛り込まれた諸規程等

（栄養マネジメント加算・口腔衛生管理体制加算、BCPの策定等）
・LIFE（データ提出）要件が組み込まれた加算の未取得
・要件が見直された加算の未取得



18日

25日
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